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代
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葉
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は

じ

め

周
知
の
よ
う
に
、
家
族
は
園
家
・
祉
舎
の
最
も
基
礎
的
な
構
成
単
位
で
あ
り
、
夫
婦
を
そ
の
最
小
の
も
の
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
委
を
呈
し

て
い
る
が
、
そ
の
在
り
方
は
そ
の
閣
の
杜
舎
の
性
格
を
特
徴

e

つ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
族
そ
の
も
の
は
個
々
の
生
き

た
人
聞
の
集
ま
り
で
あ
る
以
上
、

一
定
の
周
期
を
以
て
成
長
と
衰
退
、
膨
張
と
解
鐙
を
く
り
、返
す
一
方
、
そ
の
生
活
様
式
は
園
家
の
政
策
、
社

舎
の
風
潮
、
或
い
は
経
済
或
い
は
文
化
の
影
響
を
受
け
て
饗
化
し
易
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
今
や
常
識
と
な

っ
て
い
る
。
家
族
を
こ
の
よ
う
な

可
饗
的
・
流
動
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
現
質
的
な
存
在
で
あ
る
家
族
を
一
定
不
獲
の
相
に
お
い
て
静
態
的
に
論
ず
る
こ

と
の
不
充
分
さ
は
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
家
族
を
静
態
的
に
論
ず
る
こ
と
は
、
そ
の
生
態
を
幅
贋
く
鐙
系
的
に
把
握
で
き
る
と



い
う
利
貼
は
も
ち
な
が
ら
も
、
非
現
質
的
な
委
を
追
究
す
る
と
い
う
結
果
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

我
園
で
は
戦
前
、
と
く
に
昭
和
の
初
め
か
ら
、
農
村
を
中
心
と
す
る
家
族
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
受
け
て
か
、
中
園

の
家
族
に
闘
す
る
研
究
も
早
く
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
古
い
と
こ
ろ
で
は
、
比
較
的
信
溶
性
の
高
一
い
文
献
資
料
の
存
在
す
る
漢
代
の

(
1

)
 

家
族
が
好
ん
で
研
究
の
封
象
に
選
ば
れ
、
昭
和
十
年
前
後
か
ら
卓
れ
た
研
究
が
護
表
さ
れ
蓄
積
さ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

一
部
の
研
究
を
除
け
ば
、
概
し
て
家
族
の
静
態
的
な
委
の
考
察
に
終
り
、
家
族
を
動
態
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
乏
し
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

2

)

 

動
躍
的
分
析
の
立
場
に
闘
し
て
は
、
か
つ
て
鈴
木
築
太
郎
氏
が
提
起
し
た
よ
う
に
、
個
々
の
家
族
の
成
長
・
表
、退
の
周
期
性
と
年
々
の
祉
曾

経
済
的
保
件
と
の
関
わ
り
で
家
族
の
盛
衰
を
論
ず
る
徽
観
的
動
態
論
と
一
般
的
長
期
的
な
祉
曾
経
済
賦
況
の
推
移
の
中
で
家
族
の
幡
製
貌
を
考
察

す
る

E
親
的
動
態
論
の
立
場
が
あ
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
動
態
的
分
析
の
方
法
と
し
て
は
南
者
を
併
用
す
れ
ば
十
全
で
あ
る
が
、
生
憎
、

古
代
中
園
、
と
く
に
漢
代
に
闘
し
て
は
徽
親
的
動
態
分
析
に
耐
え
る
資
料
に
乏
し
い
の
で
、
い
さ
さ
か
大
ざ

っ
ぱ
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は

E
観

的
動
態
論
の
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

の
研
究
は
、

nv 
。。

と
こ
ろ
で
牧
野
巽
氏
の
中
園
家
族
の
研
究
は
、
師
の
戸
田
貞
三
氏
の
家
族
形
態
論
を
縫
承
し
、
中
園
に
お
い
て
も
基
本
的
な
家
族
形
態
が
小

家
族
で
あ
る
こ
と
を
論
誼
し
た
古
典
的
業
績
と
し
て
高
い
評
債
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
氏
の
家
族
形
態
論
が
『
支
那
家
族
研
究
』
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
時
貼
に
お
い
て
、
氏
の
研
究
に
は
経
酒
的
側
面
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
歓
け
る
と
す
る
批
剣
が
仁
井
田
陸
氏
か
ら
加
え
ら
れ

(
3〉

f

(

4

)

た
。
牧
野
氏
は
こ
の
批
剣
に
劃
す
る
回
答
と
し
て
、
先
ず
昭
和
二
五
年
に

「
中
園
の
古
代
家
族
は
経
済
的
自
給
自
足
佳
に
非
ず
」
を
、

・次
い
で

(

5

)

 

二
八
年
に
は
「
中
園
古
代
貨
幣
経
済
の
衰
退
過
程
」
を
護
表
さ
れ
、
こ
の
二
本
の
論
文
に
お
い
て
、

中
園
古
代
の
貨
幣
経
済
は
戟
園
か
ら
秦

・

漢
初
ま
で
隆
盛
を
誇
っ
た
の
に
射
し
、
武
一帝
以
後
、
衰
退
し
て
、
後
漢
に
至
る
と
次
第
に
自
然
経
憤
へ
と
移
行
し
た
、
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ

89 

る
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こ
の
二
本
の
名
篇
は
牧
野
氏
の
中
園
古
代
家
族
形
態
論
の
背
景
を
な
す
貨
幣
経
済
観
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
張
は
拳
界
に
大
き
な

影
響
を
奥
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
本
の
名
篇
が
中
園
古
代
家
族
形
態
論
の
補
完
的
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
経
緯
に
注
目

し
て
、
家
族
形
態
論
と
貨
幣
経
済
観
と
を
封
躍
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
貨
幣
経
済
の
推
移
に
こ

の
よ
う
な
大
き
な
饗
動
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
家
族
形
態
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
想
定
し
な
い
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑

問
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
の
隆
盛
期
に
は
そ
れ
に
照
躍
し
た
家
族
形
態
が
あ
り
、
そ
の
衰
退
期
に
は
そ
れ
に
封
慮
し
た
家
族
形
態
が
あ
っ
た
の
で

キ
4
R
F

ム
、
当
。

t
f
L
カ

か
り
に
全
て
の
家
族
が
同
じ
形
態
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
的
な
現
象
と
し
て
経
済
朕
況

に
劃
臨
隠
し
た
家
族
形
態
を
と
る
も
の
、
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
偲
設
の
疑
問
に
貧
し
い
な
が
ら

一
つ
の
見
通
し
を
輿
え
る
こ
と
、
そ
れ

が
小
論
の
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
牧
野
氏
の
中
園
家
族
形
態
論
が
提
出
さ
れ
て
後
、
古
代
中
園
、
と
く
に
漢
代
の
家
族
形
態
を
め
ぐ
っ
て
宇
都
宮
清
士
口
氏
と
守
屋
美
都
雄
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一
縛
し
て
牧
野
氏
の
主
張
を
継
承
し
て
小
家
族
論
を
展
開
し
、

宇
都
宮
設
の

論
嬢
を
逐
一
批
判
さ
れ
た
。
こ
の
論
争
は
ほ
ぼ
移
末
に
近
づ
い
た
時
黙
で
守
屋
氏
が
急
逝
さ
れ
た
た
め
に
十
全
な
意
味
で
の
結
着
は
つ
い
て
い

民
の
聞
で
激
し
い
論
争
が
く
り
展
げ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
貫
で
あ
る
。
宇
都
宮
氏
は
漢
代
の
家
族
を
三
族
制
家
族
と
さ
れ
る
の
に
劃
し

て
、
守
屋
氏
は
一
時
、
三
族
制
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
後
、

な
い
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
後
、
中
園
で
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
-新
し
い
資
料
な
ど
も
出
土
し
て
、
別
の
側
面
か
ら
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
小
稿
の
も
う
一
つ
の
課
題
は
こ
の
閉
塞
状
態
に
あ
る
論
争
に
一
つ
の
出
口
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
経
済
費
動
は
、
近
代
経
済
皐
に
お
け
る
経
済
費
動
の
意
味
で
は
勿
論
な
く
、
武
帝
期
を
境
に
生
じ
た
貨
幣
経
済
を
中
心

と
す
る
一
般
的
な
経
済
的
襲
化
を
指
し
て
い
う
も
の
と
す
る
。

(
6
)
 

本
稿
は
別
に
護
表
す
る
「
戦
園
秦
の
家
族
と
貨
幣
経
済
」
の
姉
妹
篇
で
あ
る
。
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



議
備
的
考
察

さ
て
、
漢
代
の
家
族
形
態
に
関
し
て
、
宇
都
宮
清
士
口
氏
と
守
屋
美
都
雄
氏
の
聞
で
論
争
が
く
り
展
げ
ら
れ
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
心
い
。

(
7〉

(
8

)

こ
の
論
争
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
氏
は

「
漢
代
豪
族
論
」
を
、
守
屋
氏
は
「
漢
代
の
家
族
ー
ー
そ
の
皐
設
史
的
展
墓
1
1」
を
著
わ
し
て
、

そ
れ
ぞ

れ
自
説
を
団
顧
し
論
貼
を
整
理
し
て
お
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
は
こ
の
雨
論
文
に
要
約
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
行
論
の
便
宜
上
、
雨
氏
の
主

張
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
宇
都
宮
氏
は
漢
代
の
家
族
を
理
想
態
と
し
て
と
ら
え
、
父
母
、
妻
子
、
兄
弟

(
同
産
〉

か

ら
成
る
、
い
わ
ゆ
る
三
族
制
家
族
こ
そ
、
漢
代
の
一典
型
的
な
家
族
の
姿
で
あ
り
、

漢
代
の
文
献
に
屡
ば
-
記
録
さ
れ
る
五
口
、
六
口
の
家
が
そ
の

よ
う
な
構
成
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
家
族
像
に
は
後
漢
豪
族
に
お
け
る
家
族
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
劃
し
て
守
屋
氏
は
、
牧
野
巽
氏
が
統
計
的
分
析
の
結
果
、
漢
代
の
家
族
が
ほ
ぼ
五
人
か
ら
成
る
小
家
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

(
9
)
 

る
一
方
で
、
宇
都
宮
氏
の
、
僅
か
五
、
六
日
の
家
の
構
成
に
典
型
的
家
族
と
し
て
の
三
族
制
家
族
を
嘗
て
は
め
る
こ
と
の
非
現
貫
性
を
批
剣
さ

(
叩
)

れ
た
の
を
承
け
、
主
と
し
て
貫
誼
面
か
ら
宇
都
宮
説
を
批
剣
し
、
漢
代
の
家
族
が
三
族
制
家
族
で
は
な
く
、

夫
妻
子
型
の
小
ハ
皐
〉
家
族
で
あ

る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
但
し
バ
守
屋
氏
は
漢
代
の
家
族
を
小
(皐〉

家
族
と
し
て
主
張
さ
れ
る
一
方
で
、

後
に
見
る
よ
う
に
、

家
族
形
態
に

- 91-

も
漠
然
と
で
は
あ
る
が
時
代
的
な
費
化
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
が
、
守
屋
氏
の
主
張
を
牧
野
説
か
ち
岐
つ
特
色
は
こ
の
貼
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。

字
都
官
民
は
そ
の
後
も
三
族
制
家
族
読
を
守
り
、
そ
の
補
強
に
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
が
、
守
屋
氏
が
急
逝
さ
れ
た
後
、
牧
野
氏
も
亡
く
な
ら

れ
た
た
め
、
こ
の
論
争
は
一
躍
、
未
決
着
の
ま
ま
移
臆
し
た
か
の
感
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
は
こ
の
論
争
を
一
笹
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
家
族
形
態
論
に
閲
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採

91 

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
守
屋
氏
は
前
記
「
漢
代
の
家
族
」
の
末
尾
で
周
居
家
族
の
構
造
論
か
ら
一
歩
踏
み
出
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
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が
、
今
後
は
家
族
の
形
態
を
論
ず
る
に
し
て
も
、
別
の
観
粘
'
を
導
入
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
議

論
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
上
述
の
宇
都
宮
氏
と
守
屋
氏
の
論
争
黙
は
畢
純
化
し
て
い
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
五
ロ
の
家
の
中
に
父

・
子

・
孫
と
い
う
三
世
代
の
姿
を
見

る
か
、
父

・
手
の
姿
を
見
る
か
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
文
一
一帝

・
景
帝
時
代
の
官
僚
、
位
錯
が
嘗
時
の
一
般
的
な
家
族
の
委
と
し
て
五
日
の
家

を
説
い
た
こ
と
や
前
漢
末
の
信
磁
性
の
高
い
戸
口
統
計
が
一
戸
嘗
り
卒
均
五
人
と
い
う
家
族
数
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

漢
代
を

通
し
て
一
戸
嘗
り
の
口
敷
は
ほ
ぼ
五
人
で
あ
っ
た
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
一
戸
首
り
五
口
と
い
う
家
族
数
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
宇
都
宮
氏
が
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
五
人
の

中
に
常
に
父
・
子

・
孫
の
三
世
代
を
含
ま
せ
る
こ
と
は
、
牧
野
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
或
い
は
非
現
質
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
よ
う
な
口
敏
の
家
ム
べ
か
ら
成
る
祉
舎
を
小
(
単
〉
家
族
の
祉
舎
だ
と
単
純
に
言
い
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ

計
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、

一
戸
首
り
五
人
前
後
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
指
摘
さ
れ
た
事
質
の
中
に
は
、

- 92-

る
。
そ
の
こ
と
は
中
根
千
枝
氏
が
『
家
族
の
構
造
』
ハ

一
九
1
二
ニ
頁
)
に
お
い
て
、
世
界
の
、
そ
し
て
異
っ
た
時
代
の
卒
均

(戸
)
口
数
が
、
統

中
園
を
首
め
、

い
わ
ゆ
る
大
家
族
社
舎
と
し
て
有
名
な
イ
ン
ド
や
バ
ル
カ
ン
半
島
の
大
家
族
社
舎
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ

ら
の
祉
禽
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
大
家
族
を
含
み
つ
つ
も
、

全
睦
と
し
て
の
統
計
的
数
字
で
は
一
戸
嘗
り
五
人
前
後
の
家
族
か
ら
成
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
統
計
的
数
字
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
祉
舎
に
つ
い
て
大
家
族
制
か
小
家
族
制
か
を
論
ず
る
の
は
無
意
味
な
こ
と
に
な

る
幸
い
我
々
は
今
日
、
新
た
な
出
土
資
料
を
参
考
に
し
て
、
漢
代
の
家
族
に
つ
い
て
、

よ
り
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
と
く
に
江
陵
鳳
嵐
山
文
書
は
漢
初
の
一
地
方
の
家
族
形
態
を
具
陸
的
に
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
渡
漫
信

一

郎
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
い
ま
少
し
具
睦
的
な
漢
代
社
舎
の
姿
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
渡
遁
氏
は
「
古
代
中
園
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
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|
|
古
代
園
家
形
成
論
の
前
進
の
た
め
に
|
|
」
に
お
い
て
主
と
し
て
鳳
畠
山
文
書
を
用
い
て
漢
初
の
江
陵
の
一
環
落
の
祉
禽
構
造
を
分
析
し
、

の
結
果
、
漢
初
か
ら
祉
舎
に
大
家
・
中
家

・
賓
家
の
三
階
層
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
階
層
匿
分
が
動
産
・
不
動
産
を
含
め
た
家
産
の
、
銭
換
算

に
よ
る
財
産
評
債
額
ハ
醤
u

を
基
礎
に
し
て
立
て
ら
れ
て
お
り
、
家
産
十
金
、
国
一
頃
の
資
産
を
も
つ
も
の
を
中
家
、
そ
れ
以
上
を
大
家

・
富 そ

家
と
し
、
そ
れ
に
封
し
て
一
家
四
人
か
ら
六
人
、
耕
地
面
積
数
十
畝
、
資
産
数
蔦
銭
の
も
の
は
貧
家
と
さ
れ
、

し
か
も
賓
家
が
匪
一
倒
的
に
多
か

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
産
の
額
に
も
よ
る
が
、

も
の
で
は
な
く
、
貧
し
い
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
前
漢
末
の
統
計
の
数
字
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
社
舎
に
は
賓
家
が

一
家
五
ロ
と
い
う
の
は
決
し
て
裕
か
いな
階
層
に
属
す
る

座
倒
的
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

で
は
こ
の
贋
汎
な
底
溢
を
形
成
す
る
一
家
五
口
の
家
族
は
首
時
の
祉
舎
の
性
格
を
占
う
指
標
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る。

か
り

に
も
う
少
し
異
な
っ
た
範
園
・
地
域
か
ら
抽
出
さ
れ
た
家
族
像
で
あ
っ
て
も
、
残
念
な
が
ら
指
標
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
再
び
中
根
千

枝
氏
に
よ
る
と
、
嘗
一
該
枇
舎
の
理
想
と
す
る
家
族
形
態
を
貧
現
で
き
る
の
は
経
済
的
保
件
な
ど
を
そ
な
え
た
富
裕
な
家
で
あ
り
、
貧
し
い
家
は

(

ロ

〉

経
済
的
保
件
な
ど
の
制
約
か
ら
嘗
一
該
祉
舎
の
理
想
と
す
る
家
族
形
態
を
と
り
え
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
康
汎
な
底
遁
を
形
成
し
て
い
る
の
で

五
口
の
家
こ
そ
普
遍
的
で
基
本
的
な
家
族
形
態
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
し
か
じ
こ
こ
か
ら
は
嘗
一
該
枇
曾
の
特
質
を
導
き
出
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あ
れ
ば
、

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
漢
代
社
舎
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
や
は
り
何
よ
り
も
理
想
の
家
族
形
態
を
追
求
し
う
る
中
家
・
大

家
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
一
腰
、
大
家
一・
中
家
を
家
族
像
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
考
察
し
、
貧
家
に
も
論
及
す
る

こ
と
で
、
よ
り
幅
贋
い
歴
史
像
に
迫
る
こ
と
に
し
よ
う
。

漢
代
家
族
形
態
の
史
的
分
析

g3 

漢
代
の
家
族
に
闘
す
る
珠
備
的
考
察
は
以
上
に
と
ど
め
て
、
初
め
に
掲
げ
た
課
題
の
検
討
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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さ
て
、
漢
代
の
家
族
形
態
は
、
牧
野
巽
氏
以
下
の
諸
家
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
雨
漢
四
百
年
、
同
じ
傾
向
を
保
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
同
居
家
族
に
闘
す
る
資
料
〈
事
例
)
を
中
心
に
、
家
族
形
態
に
鯛
れ
た
記
録
を
選
び
、
年
代
順
に
配

列
し
て
み
よ
う
。

① 

陳
丞
相
卒
な
る
者
、
:
:
:
少
き
時
、
家
貧
な
る
も
讃
書
を
好
む
。
国
三
十
畝
あ
り
て
濁
り
兄
の
伯
と
居
る
。

伯
は
常
に
回
を
耕
し
、
卒

を
縦
し
て
瀞
皐
せ
し
む
。
:
:
:
其
の
捜
、
卒
の
、
家
の
生
産
を
覗
ざ
る
を
嫉
み
て
日
く
、
「
亦
た
積
震
を
食
う
の
み
。
叔
あ
る
こ
と
此
の

如
く
ん
ば
有
る
な
き
に
如
か
ず
」
と
。
伯
、
之
を
聞
き
其
の
婦
を
逐
い
て
之
を
棄
つ
。

:
:
:
(
陳
渉
起
る
:::〉〈『

史
記
』
品
位
五
六
、
陳
丞
相
世
家
〉

② 

太
子

(孝
恵
帝
〉
、
皇
一
帝
の
位
に
卸
き
、
:
:
:
又
日
く
、
「
吏
は
民
を
治
む
る
所
以
な
り
。
能
く
其
の
治
を
蓋
せ
ば
則
ち
民
、

之
に
頼
る
。

故
に
其
の
緑
を
重
く
す
る
は
民
の
矯
め
に
す
る
所
以
な
り
。
今
、
吏
の
六
百
石
以
上
の
父
母
妻
子
と
同
居
(
兄
弟
〉
、
及
び
故
の
吏
の
嘗
て

将
軍
・
都
尉
の
印
を
侃
び
、
及
び
二
千
石
の
官
印
を
侃
び
し
者
は
、
家
ご
と
に
唯
だ
軍
賦
を
給
し
、
他
は
興
る
所
あ
る
な
し
」
と
。

〈
『
漢
書
』
巻
二
、
恵
脅
紀
〉
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③ 

陸
買
は
楚
人
な
り
。
:
:
:
孝
恵
一
帝
の
時
、
呂
太
后
、

事
を
用
い
、
諸
呂
を
王
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、

大
臣
の
口
あ
る
者
を
畏
る
。

陸
生
自
ら
之
と
争
う
能
わ
ざ
る
を
度
り
、
遁
ち
病
も
て
菟
じ
家
居
す
。
好
時
の
団
地
の
善
き
を
以
て
、
可
て
以
て
こ
こ
に
家
す
。
五
男
あ

れ
ば
、
廼
ち
越
に
使
し
て
得
し
所
の
棄
中
装
を
出
し
て
千
金
に
買
り
、
其
の
子
に
分
つ
。
子
ご
と
に
二
百
金
な
れ
ば
、
生
産
を
震
さ
し
む
。

陸
生
、
常
に
安
車
嗣
馬
に
て
歌
舞
・
鼓
・
琴
・

悲
も
て
侍
る
者
十
人
を
従
え
賓
創
の
直
百
金
な
る
も
の
も
て
、
其
の
子
ら
に
請

い
て
日

く
、
「
汝
と
約
さ
ん
。
汝
を
過
れ
ば
、
汝
、
吾
が
人
・

馬
に
酒
食
を
給
し
欲
を
極
め
し
め
よ
。
十
日
に
し
て
更
ら
ん
。
死
す
る
所
の
家
は

一
歳
中
、
往
来
し
他
を
過
り
て
客
た
ら
ば
、

率
ね
再
三
過
に
渇
き
ざ
ら
ん
。
敷
ば
見
れ
ば
鮮
な
ら

賓
創
・
車
・
騎
・
侍
従
者
を
得
ん
。

ず
。
久
し
く
公
を
恩
し
む
る
を
潟
す
な
し
」
と
。

(
『
史
記
』
巻
九
七
、
陸
買
停
)

@ 

張
廷
尉
樟
之
な
る
者
、
:
:
:
兄
の
仲
あ
り
て
同
居
す
。

嘗
を
以
て
騎
郎
と
な
り
孝
文
一
帝
一
に
事
う
る
も
、
十
歳
、
調
せ
ら
る
る
を
得
ず
、



名
を
知
ら
る
る
所
な
し
。
樟
之
日
く
、
「
久
し
く
宜
か
え
仲
の
産
を
減
じ
て
途
げ
ず
。
自
ら
菟
掃
せ
ん
と
欲
す
」
と
。

〈
『
史
記
』
巻
一

O
二
、
張
糟
之
俸
〉

⑤ 

嘗
今
の
世
、
分
別
し
て
財
を
争
い
、
親
戚
兄
弟
怨
を
構
え
、
骨
肉
相
い
賊
な
う
を
周
公
の
義
と
回
う
。
:
:
:
貨
賂
を
行
い
勢
門
に
趣

き
、
私
を
立
て
公
を
躍
し
、
比
周
し
て
容
を
取
る
を
孔
子
の
術
と
日
う
。
(
景
帝
・
武
一
帝
初
期
〉
〈
『
治
南
子
』
各
二

O
、
泰
族
訓
〉

@
孝
景
一
帝
の
季
年
、
高
石
君
(
石
奮
〉
上
大
夫
の
乱
仰
を
以
て
家
〈
戚
塁
〉
に
蹄
老
す
。
:
:
:
(
武
帝
〉
建
元
二
年
、
:
:
:
乃
ち
長
子
の
建
を

以
て
郎
中
令
と
な
し
、
少
子
の
慶
を
内
史
と
な
す
。
建
老
い
て
白
首
な
る
も
、
高
石
君
な
お
惹
な
し
。
建
、
郎
中
令
た
り
て
、
五
日
毎
に

洗
体
も
て
掃
り
親
に
謁
し
、
子
の
舎
に
入
る
や
痛
か
に
侍
者
に
間
ね
、
親
の
中
需
闘
臓
を
取
り
て
身
自
ら
涜
糠
し
、
復
た
侍
者
に
輿
え、

敢
て
高
石
君
を
し
て
知
ら
し
め
ず
、
以
て
常
と
な
す
。
:
:
:
高
石
君
、

陵
里
(
茂
陵
〉
に
徒
居
す
。
内
史
の
慶
、
酔
い
て
蹄
り
、
外
門
を

入
る
に
車
を
下
り
ず
。
高
石
君
之
を
聞
き
て
食
わ
ず
。
慶
パ
恐
れ
肉
祖
し
て
罪
を
請
う
も
許
さ
ず
。

奉
宗
及
び
兄
の
建
も
肉
担
す
。
-

(『史
記
』
巻
一

O
三
、
高
石
君
俸
〉

怠
ら
そ

①
韓
延
蕎
:
:
:
入
り
て
左
鴻
捌
に
守
た
り
。
:
:
:
行
臆
し
て
高
陵
に
至
る
や
、
民
に
昆
弟
の
相
い
輿
に
田
を
訟
い
自
ら
言
う
も
の
あ
り
。

延
蕎
、
大
い
に
之
を
傷
み
て
日
く
、
，
:
:
:
(
中
略
〉
:
:
:
。
こ
こ
に
お
い
て
訟
う
者
の
宗
族
、
停
え
て
相
い
責
譲
す
れ
ば
、
此
の
雨
昆
弟

深
く
自
ら
悔
い
、
皆
な
究
し
肉
祖
し
て
謝
し
、
田
を
以
て
相
い
移
し
、
死
に
終
る
ま
で
敢
て
復
た
争
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
願
う
。
:
:
:
延
欝

あ

ま

ね

の
恩
信
、
二
十
四
豚
に
周
偏
く
、
復
た
以
℃
僻
訟
し
自
ら
言
う
者
な
し
。
(
宣
脅
期
〉
(
『
漢
書
』
各
七
六
、
韓
延
欝
停〉

@
回
員
兄
弟
三
人
、
家
E
富
あ
る
も
殊
に
睦
せ
ず
。
忽
か
に
共
に
財
を
分
た
ん
こ
と
を
議
す
。
金
銀
珍
物
は
各
々
斜
を
以
て
量
り
、
田
業

生
貨
も
卒
均
す
る
こ
と
一
の
如
し
。
唯
だ
堂
前
の
一
株
の
紫
荊
樹
の
、
花
葉
美
に
し
て
茂
れ
る
あ
れ
ば
、
共
に
議
し
て
破
か
ん
と
欲
し
、

三
人
の
矯
め
に
各
々
一
分
せ
ん
と
す
。
:
:
:
〈
中
略
〉

:
:
:
兄
弟
相
い
感
じ
、
更
め
て
財
産
を
合
せ
、
遂
に
純
孝
の
門
を
成
す
。
員
は
漢

(
『
太
卒
御
覧
』
巻
四
二
一
、
人
夢
部
六
二
所
引

「
績
斉
諸
記
」)
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① 

の
成
一
帝
の
時
を
以
て
太
中
大
夫
と
な
る
。

奨
重
:
:
:
世
々
農
稼
を
善
く
し
貨
殖
を
好
む
。
重
、
性
温
厚
に
し
て
法
度
あ
れ
ば
、
三
位
、
財
を
共
に
し
、
子
孫
の
朝
夕
の
躍
敬
は
常
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に
公
家
の
若
し
。
其
の
産
業
を
管
理
す
る
や
、
物
、
棄
つ
る
所
な
し
。
量
殺
を
謀
役
す
る
に
各
々
其
の
宜
し
き
を
得
。
故
に
能
く
上
下
力

を
動
せ
て
、
財
利
、
歳
毎
に
倍
し
、
乃
ち
国
土
を
開
贋
す
る
こ
と
三
百
徐
頃
な
る
に
至
る
。
其
の
起
つ
る
所
の
慮
舎
に
は
皆
な
重
堂
高
閣

あ
り
、
肢
渠
滋
注
す
。
叉
池
魚
牧
畜
あ
り
て
、
求
む
る
あ
れ
ぽ
必
ず
給
す
。
:
:
:
貨
E
省
内
に
至
り
、

宗
族
に
賑
贈
し
、
恩
は
郷
聞
に
加
う
。

外
孫
の
何
氏
兄
弟
、
財
を
争
う
や
、

重
、

之

を

恥

じ

、

牒

中

稀

美
し
推
し
て
三
老
と
な
す
。

(元

(『後
漢
書
』
各
三
二、

奨
宏
停
)

回
二
頃
を
以
て
其
の
悲
訟
を
解
け
ば
、

帝
・
成
一
帝
一
・
哀
脅
期
〉

る
。
:
:
・

競
覇
:
:
:
世
々
櫨
義
あ
り
。
覇
少
く
し
て
親
を
喪
い
、
兄
弟
同
居
す
。
州
里
其
の
潅
和
を
慕
う。

〈
牽
脅
〉

建
初
中
、
孝
廉
に
奉
げ
ら

〈『後
漢
書
』
巻
二
五
、
貌
諸制俸〉

⑮ ⑪ 

(

臼

)

李
充
:
:
:
家
貫
け
れ
ば
兄
弟
六
人
、
食
を
同
に
し
衣
を
遁
う
。
妻
痛
か
に
充
に
謂
い
て
日
く
、
「
今
、

貧
居
す
る
こ
と
此
の
如
く
ん
ば

以
て
久
し
く
安
ん
じ
難
し
。
妾
に
私
財
あ
れ
ば
、
願
く
は
分
異
せ
ん
こ
と
を
思
え
」
と
。
充
、
偽
り
之
に
酬
い
て
日
く
、
「
如
し
別
居
せ

ん
と
欲
す
れ
ば
、
首
に
醜
酒
も
て
具
舎
す
ベ
し
。
請
う
ら
く
は
郷
里
の
内
外
を
呼
び
共
に
英
の
事
を
議
せ
ん
い
と。

婦
、
充
に
従
い
て
置

nv 

酒
し
客
に
議
す
。
充
、
坐
中
よ
り
前
み
脆
き
母
に
白
げ
て
臼
く
、
「
此
の
婦
、
無
朕
に
し
て
充
を
し
て
母

・
兄
と
離
間
せ
し
め
ん
と
す
。

罪
、
合
に
遣
斥
す
べ
し
」
と
。
便
ち
其
の
婦
を
珂
叱
し
逐
い
て
門
を
出
で
し
む
れ
ば
、
婦
、
街
沸
し
て
去
る
。
坐
中
驚
粛
た
り
。
因
て
迭

に
罷
散
す
。
:
:
:
後
、
和
帯
、
公
事
も
て
徴
す
る
も
行
か
ず
。

(『後
漢
書
』
巻
入

一
、
濁
行
停
)

⑫ 

謬
巴
:
:
:
少
く
し
て
孤
た
り
。
兄
弟
四
人
、
皆
な
財
業
を
同
じ
く
す
。
各
々
一委
を
要
る
に
及
び
、
諸
婦
遂
に
分
異
せ
ん
こ
と
を
求
む
。

叉
数
ば
闘
争
の
言
あ
り
。
巴
深
く
憤
歎
を
懐
き
、
乃
ち
戸
を
掩
し
自
ら
を
樋
き
て
日
く
、
「
謬
巴
、
汝
、
身
を
修
め
行
を
謹
し
み
、
聖
人

の
法
を
翠
ぴ
、
持
に
以
て
風
俗
を
湾
整
せ
ん
と
す
る
に
、

奈
何
ぞ
其
の
家
を
正
す
能
わ
ざ
る
や
」
と
。

弟
及
び
諸
婦
之
を
聞
き
悉
く
叩
頭

し
て
謝
罪
す
。
遂
に
更
め
て
親
睦
の
行
を
帰
す
。
:
:
:
安
一帝
初
:
:
:
。

〈『
後
漢
書
』
巻
八
一
、

濁
行
停
)

ば
、
郷
邑
之
に
化
す
。
(
安
帝
期
)

雇
瑳
:
:
:
早
く
孤
と
な
り
、
鋭
志
皐
を
好
み
、
壷
く
能
く
其
の
父
の
業
を
偉
う
。
:
:
:
家
貧
に
し
て
兄
弟
同
居
す
る
こ
と
数
十
年
な
れ

〈
明
後
漢
書
』
巻
五
二
、
山
室
闘
停
〉

⑬ 



⑬ 

品一安肱
-h::
家
世
々
'名
族
た
り
。
肱
、
二
弟
仲
海
・
季
江
と
倶
に
孝
行
を
以
て
著
聞
す
。
其
の
友
愛
は
天
至
に
て
常
に
臥
起
を
共
に
す
。

各
々
妻
を
婆
る
に
及
び
、
兄
弟
棺
い
憩
い
別
れ
寝
る
こ
と
能
わ
ず
。
係
嗣
の
嘗
に
立
つ
べ
き
を
以
て
乃
ち
遁
も
往
き
て
室
に
就
く
。
・
:
・

後
、
徐
稗
と
倶
に
徴
せ
ら
る
る
も
至
ら
ず
e

桓
帝
乃
ち
彰
城
に
下
し
て
重
工
を
し
て
其
の
形
肢
を
園
か
し
む
。〈『後

漢
書
』
品
位
五
三
、

養
肱
停
)

⑮ 

茶
畠
:
:
:
畠
、
性
篤
孝
な
り
。
母
、
常
て
滞
病
す
る
こ
と
三
年
、
畠
自
ら
寒
暑
の
節
餐
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
朱
だ
嘗
て
襟
槽
を
解
か

ず
、
寝
探
せ
.
さ
る
こ
と
七
旬
な
り
き
。
母
卒
し
て
家
側
に
虚
し
、
動
静
も
躍
を
以
て
す
。
:
:
:
叔
父
・
従
弟
と
同
居
し
、
三
世
、
財
を
分

た
ざ
れ
ば
、
郷
議
、
其
の
義
を
高
し
と
す
。
:
:
:
桓
一
帝
の
時
:
:
:
。

〈『
後
漢
書
』
各
六
O
下
、
奈
醤
停
)

⑮
仇
一
帽
、
字
は
仲
淵
な
り
。
累
世
同
居
す
れ
ば
、
州
里
、
慈
孝
を
稀
述
す
。
(
『
隷
樟
』
巻
一
、
成
陽
霊
蓋
碑
陰
、
建
寧
五
年
五
月
造
〉

⑪

-汝
南
の
戴
幼
起
、
三
年
の
服
寛
り
、
財
を
譲
り
て
兄
に
興
う
。
:
:
:
〈
中
略
〉
:
:
~・
凡
そ
同
居
す
る
は
上
な
り
一
有
無
を
、通
ず
る
は
次

な
り
。
譲
る
は
其
の
下
の
み
。
況
ん
や
幼
起
の
若
き
は
伯
お
斯
れ
貴
ぶ
"に
足
ら
ざ
る
な
り
。

(
『
風
俗
通
義
』
巻
四
、
・過
血
管
)
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さ
て
、
こ
の
一
七
僚
の
記
過
を
見
て
、
先
ず
注
目
さ
れ
る
軸
は
、
事
例
⑦
以
前
と
以
後
の
同
居
の
評
債
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。

事
例
①
か

ら
⑤
ま
で
は
同
居
に
闘
す
る
明
確
な
債
値
剣
断
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
謝
し
て
、

⑦
以
後
の
記
述
は
同
居
〈
同
財
〉
を
善
し
と
す
る
貼
で

共
通
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
同
居
と
い
う
言
葉
も
、
①
や
①
の
場
合
は
む
し
ろ
兄
に
養
育
さ
れ
た
と
い
う
程
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の

に
封
じ
て
、
⑦
以
後
は
い
わ
ば
劃
等
の
聞
係
に
立
っ
た
共
同
生
活
、
そ
れ
も
数
十
年
か
ら
三
世
代
に
及
ぶ
共
同
生
活
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
ζ

れ
ら
資
料
全
睦
を
通
じ
て
窺
え
る
こ
と
は
、
前
者
が
家
族
の
分
散
的
傾
向
を
印
象
づ
け
る
の
に
劃
し
て
、
後
者
が
集
中
的
傾
向

を
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

'91 

こ
の
よ
う
に
武
帝
期
を
境
に
し
て
、
家
族
形
態
に
嬰
化
が
窺
え
る
と
い
う
事
賞
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
既

に
守
屋
美
都
雄
氏
が
、
前
諜
か
ら
後
嘆
に
下
る
に
つ
れ
て
櫨
敬
意
識
が
高
ま
る
と
と
も
に
家
族
の
結
合
は
強
ま
っ
た
、
と
し
て
家
族
形
態
の
費
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〈
リ
凶
〉

化
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
家
族
形
態
を
も
う
少
し
明
確
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
つ
い
て
時
代
性
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
資
料
を
二
、
三
取
り
上
げ
て
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

先
ず
武
一
帝
期
以
前
の
家
族
形
態
に
閲
す
る
代
表
的
な
事
例
を
二
つ
奉
げ
る
な
ら
ば
、

陸
買
と
石
奮
の
例
で
あ
ろ
う
。
陸
貰
ハ
事
例
③
〉
に

つ

(
江
川
〉

い
て
は
別
稿
で
も
燭
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
筒
皐
に
要
貼
の
み
を
述
べ
る
と
、
陸
買
は
隠
居
し
て
後
、
五
人
の
子
息
に
資
産
を
均
分
し
、
そ
れ

ぞ
れ
一
定
の
距
離
を
も
っ
た
別
々
の
住
居
に
生
活
さ
せ
、
自
ら
は
養
生
田
を
保
有
し
て
自
給
す
る
一
方
で
、
四
頭
立
て
の
安
草
に
乗
り
、

賓
創

や
伎
女
な
ど
娯
築
装
置
一
式
を
揃
え
て
子
息
の
家
を
十
日
ず
つ
順
次
に
泊
り
歩
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
父
の
家
計
と
五
人
の
子
息
そ
れ
ぞ
れ

の
家
計
が
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
説
明
の
必
要
も
な
い
ほ
ど
明
白
で
あ
る
。

石
奮
(
事
例
③
)
に
つ
い
て
は
、
彼
は
太
子
太
停
に
ま
で
登
っ
た
が
、
彼
の
四
人
の
子
息
、
建
、
甲
、
乙
、

慶
も
そ
れ
ぞ
れ
二
千
石
と
な

っ

た
の
で
、

高
石
君
と
呼
ば
れ
た
。

奮
は
睦
儀
正
し
く
、
宮
門
の
闘
を
通
る
毎
に
必
ず
草
を
下
り
、
路
馬
を
見
る
た
び
に
必
ず
式
し
た
と
い
う
。

初
め
長
安
の
戚
里
に
住
ん
だ
が
、
長
子
の
建
も
子
舎
を
構
え
、
五
日
に
一
度
、
休
暇
で
騎
省
す
る
と
、
必
ず
父
に
拝
謁
し
、
侍
者
を
措
い
て
自

ら
私
か
に
父
親
の
下
着
類
を
洗
溜
し
た
。
後
、
奮
は
茂
陵
邑
の
陵
里
に
住
居
を
移
し
た
が
、
あ
る
時
、

第
四
子
、

内
史
の
慶
が
酔
っ
て
車
に
乗

- 98ー

っ
た
ま
ま
(
里
の
〉
外
門
を
入
っ
た
た
め
に
奮
の
怒
り
を
か
い
、

一
族
全
員
の
謝
罪
で
は
足
り
ず
、
兄
の
建
ま
で
が
肉
祖
し
て
謝
罪
し
た
と
い

。
A
ノ

(
M
N
〉

こ
の
記
事
は
一
般
に
は
石
奮
が
子
息
た
ち
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
石
奮
の
世
話
は
侍
者
が
し
て

い
た
ら
し
い
こ
と
、
石
建
が
休
暇
の
度
に
子
舎
に
蹄
り
、
こ
っ
そ
り
父
の
衣
類
を
洗
溜
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
見
る
と
、
父
と
子
は
別
居

し
、
家
計
も
分
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
さ
え
あ
る
。

武
一
帝
一
期
以
前
の
、
中
家
以
上
の
家
族
の
生
活
内
容
は
陸
買
の
例
と
石
奮
の
そ
れ
と
を
重
ね
合
せ
れ
ば
、
大
凡
そ
の
傾
向
を
窺
い
う
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
父
と
子
が
、
中
に
は
同
居
す
る
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
家
計
を
異
に
し
て
、
或
い
は
近
郊
に
或

い
は
離
れ
て
住
居
を
構
え
、
小
家
族
単
位
の
生
活
を
享
受
し
て
い
た
委
で
あ
る
J

こ
れ
に
謝
し
て
武
一帝
以
後
後
漢
時
代
に
闘
し
て
は
、
越
翼
以



(

げ

〉

来
、
族
的
結
合
の
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
三
例
が
嘗
時
の
家
族
の
在
り
方
を
示
す
代
表
的
な
も
の
と
し
て
拳
げ
ら
れ

一
一
は
奨
重
の
例
、
二
は
茶
畠
の
例
、
三
は
貧
家
に
属
す
る
が
李
充
の
例
で
あ
る
。

奨
重
(
事
例
⑨
〉
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
大
略
紹
介
す
る
と
、
彼
は
前
漢
後
牢
期
の
貨
幣
経
済
の
趨
勢
を

敏
感
に
感
じ
取
り
、
合
理
的
な
農
業
経
営
と
家
族
を
分
散
さ
せ
な
い
三
世
共
財
の
生
活
様
式
む
よ
っ
て
新
し
い
事
態
に
割
腹
し
た
。
こ
の
積
極

的
な
劉
膳
が
功
を
奏
し
て
英
氏
は

E
富
を
蓄
え
、
豪
族
に
の
し
上
っ
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

茶
畠
の
例
ハ
事
例
⑮
〉
に
つ
い
て
は
、
そ
の
家
族
の
生
活
内
容
に
閲
す
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
身
に
つ
け
た
儒
数
倫
理
を
自

ら
貧
践
し
、
母
に
仕
え
、
叔
一父
や
従
弟
た
ち
と
同
居
し
て
三
世
の
問
、
財
産
を
分
割
、
分
居
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

こ
れ
ら
二
例
は
中
家
以
上
に
属
す
る
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
同
居
の
貧
態
を
示
す
も
の
と
し
て
、
賓
家
で
は
あ
る
が
李
充
の
例
〈
事

ト
4

百
九
ノ
。

例
⑪
〉
を
見
て
お
こ
う
。
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李
充
の
家
は
貧
し
く
、
兄
弟
六
人
は
そ
れ
ぞ
れ
妻
帯
し
て
も
同
居
を
繍
け
、
食
事
を
共
に
し
衣
服
も
相
互
に
利
用
し
合
っ
て
い
た
。
し
か
し

李
充
の
奏
は
こ
の
同
居
生
活
に
耐
え
ら
れ
ず
、
妻
自
ら
の
私
財
に
よ
っ
て
濁
立
ハ
分
異
〉
し
よ
う
と
し
て
李
充
に
謀
っ
た
が
、
李
充
に
よ
っ
て

衆
人
一の
面
前
で
非
難
さ
れ
離
別
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
例
が
前
漢
後
宇
期
か
ら
後
漢
時
代
に
か
け
て
顕
著
に
な
っ
た
同
居
家
族
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
嘗
時
の
全
て
の
家
族

が
こ
の
よ
う
な
同
居
形
態
を
と
っ
て
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
複
数
の
家
族
が
家
計
を
一
に
す
る
同
居
形
態
が
善

し
と
さ
れ
、
史
乗
に
こ
の
時
代
の
特
徴
的
な
現
象
と
し
て
惇
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
素
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

家
族
形
態
襲
化
の
歴
史
的
背
景

99 

と
こ
ろ
で
漢
武
帝
期
を
境
に
家
族
形
態
に
こ
の
よ
う
な
蟹
化
が
生
じ
た
の
は
、

一
盟
、
如
何
な
る
原
因
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
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先
に
家
族
形
態
の
襲
化
を
示
唆
さ
れ
た
守
屋
美
都
雄
氏
は
、
こ
の
鈷
に
闘
し
て
前
漢
末
次
第
に
民
聞
に
浸
透
し
て
い
っ
た
儒
敬
倫
理
、
氏
の

(
同
)

言
葉
で
い
え
ば
、
艦
敬
意
一
識
に
詰
問
し
て
お
ら
れ
る
。
守
屋
氏
は
か
つ
て
「
漢
代
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
一

考
察
」
に
お
い
て
「
漢
代
宗
族
制
上

の
一
特
色
と
し
て
経
済
上
の
利
害
に
基
づ
く
宗
族
結
合
が
比
較
的
明
瞭
に
見
ら
れ
る
」

と
主
張
し
て
お
ら
れ
た
が
、
後
に
「
漢
代
家
族
の
形
態

(ω
〉

に
闘
す
る
考
察
」
で
は
、
「
富
め
る
家
が
家
族
の
同
居
に
よ
っ
て
生
産
の
能
率
を
高
め
、

支
出
の
低
減
を
計
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
大
鐙
よ
り
言
え
ば
、
大
き
な
家
族
結
合
を
促
す
主
要
な
原
因
は
や
は
り
躍
敬
意
識
に
あ
る
:
:
:
。
そ
し
て
そ
の

一
意
識
は
前
漢
よ
り
後
漢
に
下
る
に
つ
れ
て
高
ま
っ
た
ら
し
い
:
・

・。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
但
し
氏
は
そ
の
後
設
表
さ
れ
た
「
漢
代
家
族
の

〈

初

〉

形
態
に
閲
す
る
再
考
察
」
で
は
、
「
漢
武
の
儒
数
傘
重
に
伴
う
重
農
抑
一商
政
策
の
進
展
に
つ
れ
て
、

戦
園
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
家
族
の
分

解
を
促
す
契
機
が
い
く
ら
か
ず
つ
減
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
い
、
経
済
的
要
因
に
つ
い
て
も
考
慮
を
排
わ
れ
て
い
る
が
、

や
は
り
氏

の
基
本
的
な
立
場
は
躍
敬
意
一
一
識
を
優
先
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

一
種
、
家
族
形
態
の
饗
化
に
は
、
躍
敬
意
識
と
経
済
的
要
因
の
塑
方
が
相
互
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
何
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れ
か
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
経
済
的
要
因
の
影
響
の
方
が
大
き
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
貫
の
生
活
に
射
す
る
切
買
な
要
請
が
家
族
の

題
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
、

形
態
を
饗
化
さ
せ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
瞳
数
よ
り
も
経
済
問
題
が
優
先
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
が
主
で
あ
り
従
で
あ
る
か
の
間

た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
守
屋
氏
が
雄
敬
意
識
に
し
て
も
経
済
的
要
因
に
し
て
も
、
抽
象
的
に
し
か
論
及
し
て
お
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
よ
り
具
韓
的
に
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
家
族
形
態
の
饗
化
に
関
わ
っ
た
の
か
、

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

然
ら
ば
、
こ
の
経
済
的
要
因
は
具
韓
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
家
族
形
態
と
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
若
干
概
観
的
に
な
る
が
、
先
ず
極

く
大
ま
か
に
貨
幣
経
済
の
推
移
を
迩
寺
つ
け
て
お
き
た
い
。

春
秋
戦
園
時
代
、
と
く
に
戦
園
以
後
、
貨
幣
経
済
は
護
達
し
、
武
一
帝
の
初
期
に
は
そ
の
活
況
は
頂
黙
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
牧

野
巽
氏
の
論
文
の
題
名
「
中
国
古
代
家
族
は
経
済
的
自
給
自
足
世
に
非
ず
」
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
々
は
交
換
に
よ
っ
て
容
易
に
自



己
の
欲
す
る
も
の
を
取
得
し
た
。
ま
た
『
史
記
』
貨
箔
列
俸
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
商
人
が
各
地
に
活
躍
し
、
大
規
模
な
手
工
業
も
出
現
し

た
。
商
人
は
都
市
と
農
村
を
結
び
つ
け
、
一
商
品
交
換
、
流
通
を
盛
ん
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
商
業
や
工
業
の
護
達
は
農
村
祉
禽
に
も
影
響
を
興

え
ず
に
は
い
な
い
。
農
家
で
も
貨
幣
所
得
が
増
加
す
る
。
大
家
ハ
富
農
〉
や
中
家
(
中
農
〉
も
一
両
一
品
生
産
を
目
的
と
し
た
農
業
経
営
を
し
、
賓
農

も
そ
の
経
営
の
影
響
を
受
け
る
。
貧
農
た
ち
は
大
農
や
中
農
の
田
地
を
傭
耕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
所
得
を
獲
得
す
る
。
中
に
は
農
業
に
見

切
り
を
つ
け
て
一
一商
工
業
へ
走
る
も
の
も
出
る
。
か
か
る
貨
幣
鰹
済
の
盛
ん
な
祉
舎
で
は
人
々
は
肩
を
寄
せ
合
っ
て
生
活
す
る
必
要
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
外
に
活
路
を
求
め
、
よ
り
よ
い
生
活
を
摸
索
す
る
。
宗
族
だ
け
で
な
く
、
家
族
も
分
散
す
る
の
が
自
然
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
、
貨
幣
経
済
の
護
達
こ
そ
が
小
(
皐
〉
家
族
の
普
及
を
促
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
貨
幣
経
済
が
護
達
し
、

活
況
を

呈
す
れ
ば
呈
す
る
ほ
ど
、
小
ハ
皐
)
家
族
の
析
出
は
顕
著
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

戦
園
以
来
の
貨
幣
経
済
の
活
況
は
、
秦
を
鰹
て
、
漢
武
一
帝
の
初
期
ま
で
維
持
さ
れ
る
が
、
や
が
て
武
一
帝
の
強
硬
な
劉
外
政
策
の
遂
行
と
そ
れ

を
支
援
す
べ
く
し
て
採
用
さ
れ
た
諸
経
済
政
策
の
推
準
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
策
、
途
行
の
過
程
で
大
家
・
中
家
に
劃

す
る
弾
匪
が
加
え
ら
れ
る
。
楊
可
の
告
婚
制
の
推
進
の
過
程
で
、
い
わ
ゆ
る
酷
吏
ら
に
よ
る
摘
護
が
行
わ
れ
、
目
.
ほ
し
い
大
家
・
中
家
は
殆
ん

ど
浪
落
す
る
。
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も
と
も
と
告
婚
制
そ
の
も
の
は
資
産
に
劃
す
る
申
告
制
の
財
産
税
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
武
一
帝
は
財
政
再
建
に
期
待
し
た
一商
人
た
ち
の
協
力

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
射
す
る
懲
罰
的
・
報
復
的
措
置
と
し
て
、

資
産
の
申
告
を
偽
っ
た
者
の
財
産
を
授
牧
す
ベ
く
、
虚
偽

(
幻

〉

の
申
告
を
密
告
し
た
者
に
は
波
牧
財
産
の
字
分
を
輿
え
る
こ
と
と
し
、
楊
可
を
責
任
者
と
し
て
摘
震
を
属
行
さ
せ
た
ハ
元
狩
六
年
・
元
鼎
三
年
三

そ
の
結
果
、
資
産
の
申
告
を
怠
っ
た
り
申
告
を
偽
っ
た
者
は
徹
底
的
に
告
設
さ
れ
、
資
産
は
容
赦
な
く
、
在
牧
さ
れ
た
。

こ
の
告
婚
制
の
嘗
初
の
弾
匪
の
劉
象
が
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
隠
匿
し
易
い
動
産
を
所
有
す
る
商
人
が
密
告
者

に
狙
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
察
に
難
く
な
い
。
し
か
し
告
婚
制
の
施
行
の
結
果
は
、
そ
の
よ
う
な
大
商
人
だ
け
で
な
く
、
不
動
産
の
所
有

(m〕

者
、
と
く
に
大
土
地
所
有
者
ま
で
も
が
告
接
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

101 



102 

楊
可
の
告
緒
、
天
下
に
偏
ね
く
、
中
家
以
上
は
大
抵
皆
な
告
に
遭
う
。
杜
周
、
之
を
治
す
る
や
、
獄
、
反
る
者
少
し
。
:
:
:
即
ち
郡
園
の

縄
銭
を
治
し
民
の
財
物
を
得
る
や
億
を
以
て
計
り
、
奴
縛
は
千
世
間
を
以
て
敷
う
。

田
は
大
麻
に
て
は
敷
百
頃
、
小
鯨
に
て
も
百
除
頃
、
宅

も
ま
た
か
く
の
如
し
。
こ
こ
に
お
い
て
商
買
、
中
家
以
上
は
大
卒
ね
破
ら
れ
、
民
山
川
血
脈

r甘
食
好
衣
し
、
畜
臓
の
産
業
を
事
と
せ
ず
。

と
あ
る
。
こ
の

『
史
記
』
卒
準
書
の
書
き
方
で
は
財
産
を
浪
牧
さ
れ
た
の
は
一
見
、

商
人
だ
け
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
だ
が
、
「
民
の
財

物
を
得
る
や
云
云
」
、
「
民
は
倫
に
甘
食
好
衣
し
云
云
」
な
る
表
現
を
見
る
な
ら
ば
、
混
牧
さ
れ
た
の
は
商
人
だ
け
で
は
な
く
、

と
く
に
中
家
以
上
の
中
農

・
大
農
ま
で
が
団
地
や
住
居
、
奴
縛
な
ど
を
波
牧
さ
れ
た
こ
と
を
窺
い
う
る
。

一
般
の
人
民
、

武
一
帝
一
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
建
元
三
年
、
元
朔
二
年
の
二
度
、
こ
の
後
、
太
始
元
年
に
も
も
う
一
度
、
計
三
度
に
互
っ
て
地
方
の
大
姓
を
茂
陵

に
強
制
的
に
移
住
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
強
制
移
住
の
目
的
は
各
地
の
勢
族
の
中
心
た
る
富
裕
な
犬
家
を
引
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
族
的
な
結

(お
)

(

M

)

合
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
族
居
」
を
許
さ
な
い
姿
勢
は
こ
の
告
絹
制
の
施
行
に
首
っ
て
も
貫
か
れ
た
と
見
ら

き
れ
ば
中
家
以
上
の
資
産
家
た
ち
は
、
こ
の
時
、
一
商
工
農
を
間
わ
ず
、
大
抵
告
護
を
受
け
て
財
産
を
担
牧
さ
れ
、
破
産
・
浪
落
し
て
い
っ

た
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れ
る
。

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
戦
闘
時
代
よ
り
繍
い
た
大
家
・
中
家
、
一
商
人
た
ち
の
多
く
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
が
、
と
く
に
一商一
人
た
ち
の
設
落
は
別
の
側
面
か

(
お
)

ら
い
え
ば
、
貨
幣
経
潤
の
推
進
者
た
ち
の
消
滅
を
一
意
味
し
た
。
措
い
手
た
ち
を
失
っ
た
賞
然
の
結
果
と
し
て
貨
幣
経
済
は
沈
滞
す
る
。
そ
し
て

(お〉

こ
の
貨
幣
経
済
の
沈
滞
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
通
貨
の
五
銑
銭
一
本
化
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
戦
園
時
代
に
は
多
種
多
様
な
貨
幣
が
使
用
さ
れ
て
通
貨
需
要
に
射
臨
隠
し
て
い
た
。
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
貨
幣
の
鋳
造

に
一
時
の
曲
折
は
あ
っ
た
が
、
文
一
帝
五
年
以
来
、
四
鯨
牢
雨
銭
が
鋳
造
さ
れ
、
し
か
も
鋳
造
に
巌
し
い
統
制
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
通

〈
幻
)

貨
需
要
を
充
す
に
足
る
貨
幣
が
造
ら
れ
流
通
し
た
。
し
か
し
武
一
一帝
の
五
銑
銭
の
鋳
造
、
と
く
に
上
林
三
官
で
の
統
一
的
鋳
造
が
始
ま
る
と
、
よ

(お
)

(

m

U

)

り
大
き
な
銅
の
消
費
(
一
枚
蛍
り
二

CMmの
銅
消
費
量
の
増
加
)
で
貨
幣
の
鋳
造
総
額
は
減
少
す
る
。
加
え
て
銅
の
供
給
が
鈍
化
す
る
一
方
で
、
銅



(
ぬ
〉

銭
が
圏
外
に
も
流
出
す
る
。

こ
の
よ
う
に
貨
幣
経
済
の
沈
滞
で
、

貨
幣
の
流
通
速
度
が
低
下
し
た
と
こ
ろ
で

貨
幣
の
絶
封
額
の
減
少
と
い
う
篠
件
が
加
わ
る
な
ら
ば、

ハ
引
出
)

必
然
的
に
通
貨
不
足
が
現
象
す
る
で
あ
ろ
う。

そ
し
て
政
府
は
こ
の
逼
貨
不
足
に
五
鉢
鎮
の
重
量
を
加
減
す
る
こ
と
で
針
躍
し
た
ら
し
い
。
し

か
し
一
旦
、
通
貨
不
足
が
現
象
し
、
鎮
の
重
み
が
肌
で
感
じ
ら
れ
始
め
る
と
、
人
々
は
貨
幣
を
保
持
・
退
醸
し
、
逼
貨
不
足
は
悪
循
環
-を
く
り

返
し
て
・
次
第
に
深
刻
に
な
り
、
物
債
低
落
の
傾
向
が
進
行
す
る
。

口
銭
な
ど
の
人
頭
税
の
銭
前
制
は
人
々
の
上
に
重
い
負
措
と
な

っ
て
の
し
か
か
る
。
政
府
は
こ

(

沼

〉

〈

お

)

(

川

叫

)

(お
)

の
よ
う
祉
事
態
に
劃
し
て
、
元
卒
元
年
に
は
口
賦
銭
の
、
五
鳳
三
年
に
は
口
銭
の
、
甘
露
二
年
お
よ
び
建
始
二
年
に
は
算
賦
の
減
税
を
行
な

(お〉

ぃ
、
地
節
四
年
に
は
事
買
品
目
盟
の
値
下
げ
を
行
っ
て
、
人
々
の
苦
痛
を
緩
和
し
よ
う
，と
し
た
。
し
か
し

一
般
的
な
遁
貨
不
足
に
よ
る
経
済
不

(
日
出
)

祝
w
H

劃
し
て
は
、
五
錬
銭
の
軽
量
化
以
外
に
は
有
数
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
か
ら
、
人
々
除
逼
貨
の
重
み
を

一
層
強
く
感
じ
、

生
活
防
衛
の

た
め
に
貨
幣
を
放
出
し
な
い
生
活
様
式
を
摸
索
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
生
活
の
合
理
化
と
家
計
の
共
同
化
こ
そ
が
生
活
防
衛
の
あ
る
べ
き
道

で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
に
違
い
な
い
。
或
い
は
こ
れ
ま
で
分
居
し
て
い
た
家
族
を
集
め
共
同
で
家
計
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
支
出
を

こ
の
よ
う
な
経
済
献
況
の
下
で
は
、
算
賦
、
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抑
え
、
或
い
は
一
定
の
家
産
を
も
っ
者
は
合
理
的
経
営
や
自
給
自
足
化
に
よ
っ
て
貨
幣
支
出
を
縮
少
し
よ
う
と
し
た
。

前
漢
後
半
期
の
か
か
る
経
済
獣
況
の
中
で
、
適
切
な
針
策
を
打
出
し
て
生
活
防
衛
に
成
功
し
、
更
に
は
大
き
な
産
を
成
す
に
至
っ
た
代
表
的

人
物
と
し
て
我
々
は
撲
重
を
酎
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
〈
後
述
〉
。

と
こ
ろ
で
家
族
形
態
の
嬰
化
の
要
因
と
し
て
、
上
の
よ
う
な
経
済
朕
況
の
展
開
と
と
も
に
、
倫
理
思
想
の
土
に
も
大
き
な
一
轄
換
が
あ
っ
た
こ

と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
武
帝
以
後
、
儒
皐
が
公
認
の
皐
問
と
し
て
社
舎
に
次
第
に
浸
透
し
て
い

っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

且
つ
は
精
神
的
支
柱
を
輿
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
宣一帝
の
地
節
四
年
の
詔
書

あ
る
が
、
上
の
家
族
形
態
の
努
化
に
積
極
的
作
用
を
及
ぼ
し
、

103 

で
あ
る
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宣
一
帝
は
前
漢
後
期
の
皇
帝
の
中
で
は
む
し
ろ
法
家
寄
り
の
政
治
を
布
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
地
節
四
年
に
は
注
目
す
べ
き
二
つ
の
詔
書

を
裂
し
て
い
る
。
先
ず
春
二
月
に
は
詔
し
て
、

民
を
導
く
に
時
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
天
下
順
う
。
今
、
百
姓
、
衰
経
の
凶
災
に
遭
う
こ
と
あ
る
も
、
吏
、

幻跡
事
し
て
葬
む
る
を
得
ざ
ら

し
め
、
孝
子
の
心
を
傷
わ
し
む
。
朕
、
甚
だ
之
を
憐
れ
む
。
今
よ
り
諸
の
大
父
母
、
父
母
の
喪
あ
る
者
に
は
訴
事
す
る
こ
と
な
く
、
牧

数

・
迭
絡
し
、
其
の
子
の
道
を
壷
す
を
得
し
め
よ
。

と
い
い
、
夏
五
月
に
は
詔
し
て
、

父
子
の
親
、
夫
婦
の
道
は
天
性
な
り
。
患
踊
あ
り
と
雄
も
、
猶
お
死
を
蒙
し
て
之
を
存
せ
ん
と
す
。
誠
に
愛
の
心
に
結
ぶ
は
仁
厚
の
至
な

り
。
量
、
能
く
之
に
違
う
こ
と
あ
ら
ん
や
。
今
よ
り
子
、
首
と
し
て
父
母
を
匿
し
、

妻
、
夫
を
匿
し
、
孫
、
大
父
母
を
置
す
も
、

皆
な
坐

せ
し
む
る
な
か
れ
。
其
の
父
母
、
子
を
匿
し
、
夫
、
妻
を
匿
し
、
大
父
母
、
孫
を
匿
す
は
罪
、
殊
死
な
る
も
、
皆
な
廷
尉
に
上
請
し
以
聞
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せ
よ
。

と
い
い
、
家
族
の
自
律
性
を
容
認
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
の
詔
書
の
趣
旨
は
、
か
の
有
名
な
『
論
語
』
子
路
篇
の
、

ぬ

す

あ

ら

葉
公
、
孔
子
に
語
っ
て
日
く
、
「
吾
が
黛
に
畑
町
を
直
く
す
る
者
あ
り
。
其
の
父
、

羊
を
擁
み
而
し
て
子
、
之
を
誼
わ
す
」
と
。
孔
子
日
く、

「
吾
が
蕪
の
直
き
者
は
是
に
異
な
る
。
父
は
子
の
矯
め
に
醸
し
、
子
は
父
の
矯
め
に
憶
す
。
直
き
こ
と
は
其
の
中
に
在
り
」
と
。

を
承
け
て
、
家
族
内
に
お
け
る
相
互
に
庇
い
合
う
愛
情
、
慈
孝
-v-法
に
優
先
さ
せ
、

か
っ
父
子
孫
を
代
お
よ
び
夫
婦
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ

る
家
族
内
の
秩
序
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
家
族
同
士
、
父
子

・
兄
弟
に
さ
え
相
い
糾
察
さ
せ
る
法
家
鐙
制
か
ら
儒

家
的
な
い
わ
ゆ
る
親
親
主
義
へ
の
轄
換
で
あ
り
、
儒
数
倫
理
に
基
づ
く
生
活
様
式
の
奨
闘
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
政

策
輔
換
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
数
の
典
籍
、
例
え
ば
『
瞳
記
』
曲
躍
、
内
則
や
『
儀
躍
』
喪
服
な
ど
に
規
定
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
躍

数
に
則
っ
た
家
族
の
生
活
様
式
が
改
め
て
現
質
的
な
も
の
と
し
て
見
直
さ
れ
、
人
々
に
受
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

宣
一
帝
一
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
儒
数
倫
理
の
優
先
と
儒
数
倫
理
に
基
づ
く
生
活
様
式
の
奨
即
は
、
儒
数
を
傘
崇
し
節
倹
を
宗
と
し
た
、
次
の
元



一
帝
の
時
代
に
は
更
に
促
進
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

四

複
合
家
族
の
生
活
様
式

い
わ
ゆ
る
同
居
家
族
ハ
複
合
家
族
)
出
現
の
歴
史
的
背
景

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
家
族
の
生
活
に
闘
す
る
具
瞳
的
な
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う。

こ
れ
ま
で
前
漢
後
牢
期
よ
り
後
漢
時
代
に
か
け
て
額
著
な
吐
舎
現
象
と
な
っ
た
、

先
に
紹
介
し
た
渡
溢
信
一
郎
氏
の
研
究
で
は
、
漢
初
よ
り
祉
舎
に
は
資
産
二
・
三
蔦
銭
以
下
の
貧
家
、
資
産
十
高
銭
前
後
の
中
家
、
そ
れ
以

上
の
大
家
と
い
う
よ
う
に
、
大
別
し
て
三
つ
の
階
層
が
存
在
し
た
、

と
い
う
が
、
こ
の
匿
別
は
こ
の
時
期
に
つ
い
て
も
、

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
章
で
は
主
と
し
て
大
家
に
属
す
る
奨
氏
の
例
を
中
心
に
、
同
居
家
族
の
旦
ハ
睦
的
な
生
活
内
容
に
つ
い
て
見

一
臆
、

安
嘗
性
を
も

る
こ
と
に
す
る
。

-105ー

武
一
帝
一
以
後
、
経
済
面
で
は
前
述
し
た
よ
う
な
経
済
不
況
が
進
行
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
一
商
人
や
中
家
・

大
家
に
劃
す
る
抑
匪
が
緩

(
mm
〉

和
さ
れ
た
の
に
乗
じ
て
、
土
地
の
粂
併
が
再
び
準
行
し
つ
つ
あ
り
た
。
英
氏
も
こ
の
よ
う
な
枇
舎
の
趨
勢
に
躍
じ
て
土
地
所
有
を
嬢
大
し
て
い

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

撲
重
は
南
陽
郡
湖
陽
の
人
と
さ
れ
、
元
・
成
一
帝
期
に
成
長
し
た
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
奨
家
は
代
々
農
業
経
営
に
努
め
る
一
方
で
、

商
業
活

動
に
も
従
事
し
た
ら
し
い
。
奨
重
は
こ
の
よ
う
な
奨
家
の
家
産
と
経
営
方
針
を
縫
承
し
、
そ
れ
を
飛
躍
的
に
横
大
し
た
。
彼
は
温
厚
な
性
格
と

法
度
あ
る
F

態
度
を
以
て
三
世
代
の
家
族
を
ま
と
め
、
家
族
員
そ
れ
ぞ
れ
を
材
能
に
適
し
た
事
業
に
従
事
さ
せ
た
。
奨
氏
の
土
地
に
は
田
地
の

外
、
東
西
十
里
、
南
北
五
里
に
及
ぶ
肢
池
ハ
漁
業
〉
が
あ
り
、
更
に
牧
場
(
牧
畜
)
や
山
林
ま
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
ら
の
農
業
、
漁
業
、

牧
畜
、
林
業
に
は
そ
れ
ぞ
れ
得
意
一
与
す
る
量一
隷
を
配
し
て
労
働
さ
せ
、
上
下
力
を
併
せ
て
諸
事
業
に
と
り
組
ん
だ
と
い
う
。

こ
の
英
氏
の
事
業
経
営
の
特
色
と
し
て
は
、
先
ず
家
族
を
分
居
さ
せ
ず
、
そ
の
構
成
員
を
績
大
し
て
、
土
地
を
多
角
経
営
し
、
個
々
の
事
業

を
家
族
員
に
分
措
経
営
さ
せ
、
家
産
の
増
殖
を
は
か
っ
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
事
業
の
運
営
に
嘗
つ
て
は
合
理
主
義
を
徹
底
さ
せ

105 
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た
。
「
そ
の
産
業
を
管
理
す
る
や
、
物
、
棄
つ
る
所
な
し
」
と
い
い
、
「
ま
た
池
魚
、
牧
畜
も
、
求
む
る
あ
れ
ば
必
ず
給
す
」
と
い
い
、
徹
底
的

に
無
駄
を
省
き
、
家
族
の
生
活
に
必
要
な
品
物
は
奨
氏
の
土
地
の
中
で
生
産
・
供
給
で
き
る
睦
制
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
給
自
足

睦
制
に
つ
い
て
は
周
知
の
逸
話
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
奨
重
は
あ
る
器
物
を
作
ろ
う
と
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な
梓
と
漆
を
植
え
た
。
人
々
は
そ

れ
を
見
て
瑚
笑
し
た
が
、
月
日
が
経
ち
、
梓
も
漆
も
そ
の
目
的
を
果
し
た
。
そ
し
て
欄
笑
し
た
人
た
ち
は
、

後
日
、
そ
の
器
物
の
恩
恵
を
蒙
っ

た
と
い
う
。

奨
氏
の
事
業
経
営
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
自
給
自
足
健
制
に
よ
っ
て
必
需
品
を
自
給
す
る
一
方
で
、

儀
剰
生
産
物
を
買
出
し
て
貨
産
を
増

殖
し
た
こ
と
で
あ
る
。
奨
氏
の
「
貨
箔
を
好
む
」
と
い
う
性
質
か
ら
し
て
、
自
給
自
足
に
満
足
せ
ず
積
極
的
に
一
商
業
活
動
に
も
従
事
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
「
財
利
、
歳
毎
に
倍
す
」
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
一
商
業
活
動
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
貨
殖
の
組
事
業
牧
盆
は
毎
年
倍
増
し
、

そ

の
利
盆
の
一
部
を
ば
改
め
て
土
地
に
投
下
し
て
「
国
土
を
開
蹟
す
る
こ
と
三
百
徐
頃
に
至
っ

た
」
と
い
う
。
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こ
の
よ
う
な
農
業
経
営
は
、
後
漢
中
期
の
洛
陽
周
漫
の
豪
族
の
農
業
経
経
由
を
モ
デ
ル
に
し
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
極
定
の
『
四
民
月
令
』
に

(

ぬ

〉

も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
四
民
月
令
』
で
は
自
給
自
足
的
な
農
業
経
営
に
つ
い
て
個
々
の
仕
事
を
事
こ
ま
か
く
記
述
す

る
が
、
そ
の
一
方
で
は
貨
幣
の
支
出
を
極
力
抑
え
た
取
引
き
に
も
鏑
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
先
ず
品
物
を
買
出
ハ
照
)
し
て
別
の
品
物
を
買
入

(

机

叫

)

(
薙
〉
れ
る
と
い
う
取
引
き
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
奨
氏
の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
方
法
を
採
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
英
氏

の
「
貨
殖
を
好
む
」
と
い
う
記
述
を
布
街
す
れ
ば
、
『
四
民
月
令
』
の
よ
う
に
、
季
節
的
な
債
格
の
襲
動
を
利
用
し
た
投
機
的
な
取
引
き
を
管

ん
で
い
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

要
す
る
に
撲
重
は
貨
幣
経
済
の
行
き
詰
り
を
悶
み
つ
つ
、
家
族
を
ま
と
め
て
家
計
を
共
同
化
し
、
必
需
品
の
自
給
化
と
合
理
的
経
営
を
は
か

る
こ
と
に
よ
っ
て
家
産
を
機
大
・
増
殖
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
英
氏
の
場
合
、
こ
の
家
族
を
ま
と
め
律
す
る
も
の
が
儒
数
倫
理
で
あ
り
瞳
数

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

奨
重
の
温
厚
な
性
格
と
法
度
あ
る
態
度
は
家
長
と
し
て
多
く
の
家
族
員
を
統
率
す
る
に
遁
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
加



え
て
先
の
逸
話
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
に
は
時
勢
を
見
極
め
る
先
昆
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
農
業
経
営
の
面
だ
け
で
は
な

く
、
家
庭
生
活
に
も
護
揮
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
合
理
的
で
経
済
的
な
生
活
様
式
を
儒
数
典
籍
の
読
く
生
活
規
範
の
中
に
見
出
し
た
の

で
あ
る
。
「
三
世
、
財
を
共
に
し
、
子
孫
の
朝
一グ
の
躍
敬
は
常
に
公
家
の
若
し
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
儒
敬
の
規
定
に
則
っ
た
生
活
様

式
が
奨
家
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
恐
ら
く
家
族
員
は
大
門
内
の
幾
棟
か
の
住
居
に
そ
れ
ぞ
れ
室
を
分
っ
て
居
住
し
、
法
度
あ
る
家

(
H
U
)
 

父
の
下
、
「
父
母
の
在
す
と
き
は
、
敢
て
そ
の
身
を
有
せ
ず
、
敢
て
そ
の
財
を
私
せ
ず
」

〈『
纏
記
』
坊
記
〉
、
「
昆
弟
は
異
居
し
て
同
財
し
、
齢
あ

(
必
)

ら
ば
之
を
宗
に
揮
し
、
足
ら
.
さ
れ
ば
之
を
宗
に
資
る
」
(
『
儀
雄
』
喪
服
〉
と
い
う
よ
う
な
闘
係
の
上
に
、
父
・
子
・
孫
、
兄
弟
、
男
女
聞
の
、
そ

れ
ぞ
れ
躍
の
規
定
に
則
っ
た
家
庭
生
活
が
管
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は

『
四
民
月
令
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
整
然
た
る
歳
時

記
が
編
ま
れ
、
そ
れ
に
則
っ
て
家
事
蔦
般
が
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
ま
れ
、
奨
家
で
は
こ
の
よ
う
に
し
て
家
族
の
共
同
生
活
は
共
同
経
営
と
も
な
り
、
貨
幣
の
支
出
を
最
少
限
に
抑
え
た
合
理
的
な
生
活
様
式

〈
A
W
)

が
編
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

英
氏
の
場
合
は
、
経
済
不
況
下
の
生
活
防
衛
に
成
功
し
た
代
表
的
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
は
多
か
れ
少
か
れ
こ
れ
と
類
似
の
努
力
が

人
々
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
父
子
・
兄
弟
e

子
孫
が
肩
を
寄
せ
合
っ
て
助
け
合
う
生
活
様
式
こ
そ
は
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儒
教
倫
理
の
貧
践
の
恰
好
の
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
ー
前
漢
後
期
の
農
民
の
生
活
を
具
瞳
的
に
示
す
資
料
と
し
て
居
延
漢
僚
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
居
延
主
い
う
一
過
境
の
特
殊
な
地
域

の
記
録
で
あ
り
、
上
の
歴
史
絞
述
と
は
多
少
性
格
を
異
に
す
る
資
料
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
貧
家
の
家
族
像
を
具
瞳
的
に
示
す
も
の
が
あ
る

の
で
、
参
考
ま
で
に
見
て
お
こ
う
。

(
必

〉

居
延
漢
衡
に
一
般
に
見
ら
れ
る
家
族
像
は
夫
妻
子
型
と
さ
れ
る
小
〈
皐
)
家
族
で
あ
る
が
、
中
に
は
幾
組
か
の
複
合
家
族
が
見
ら
れ
る。

そ

(

必

)

う
し
た
複
合
家
族
の
一
つ
が
、
か
つ
て
永
田
英
正
氏
の
紹
介
さ
れ
た
徐
宗
の
家
族
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
徐
宗
衡
に
は
、

年
五
十
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妻

宅
一
匡

直
三
千

子
男

人

回
五
十
畝
直
五
千

男
同
産
二
人

女
同
産
二
人

用
牛

直
五
千

と
あ
る
。
家
族
構
成
は
妻
子
各
一
人
と
同
産
四
人
、
計
七
人
家
族
で
あ
る
が
、
資
産
は
組
額
一
高
三
千
銭
で
、
先
の
分
類
で
は
賓
家
に
一
該
首
す

る
。
こ
の
家
は
耕
牛
二
頭
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
と
、
戸
主
が
公
乗
・
黙
長
の
身
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

賓
家
で
も
上
位
に
ラ
ン
ク
づ

(
必

)

け
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
田
地
は
僅
か
五
十
畝
で
あ
る
か
ら
、
も
し
戸
主
が
黙
長
と
し
て
政
府
か
ら
銭
〈
月
奉
六
百
銭
)
や
穀
の

支
給
を
受
け
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
産
四
人
を
含
め
た
一
家
の
生
活
は
か
な
り
苦
し
い
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

同
産
四
人
が
同
居
し
て

い
る
の
は
、
恐
ら
く
戸
主
の
俸
践
に
依
存
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
家
計
支
出
の
抑
制
と
零
細
な
家
産
の
分
割
を
避
け
る
目
的
も
あ

(円む

る
で
あ
ろ
う
。
耕
牛
二
頭
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
同
産
が
他
家
の
団
地
を
有
利
な
候
件
で
耕
作
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
家
族
の
記
録
は
、
永
田
氏
に
よ
れ
ば
宜
一帝
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
貧
家
居
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
同
居
形
態
を
と
る

も
の
が
こ
の
時
期
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
上
下
、
軌
を

一
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

前
漢
後
半
期
に
は
こ
の
よ
う
に
し
て
一
方
で
は
生
活
防
衛
の
場
と
し
て
、
他
方
、
儒
数
倫
理
の
寅
践
の
場
と
し
て
、
同
居
共
財
の
生
活
様
式

が
次
第
に
時
人
の
理
想
の
家
族
形
態
と
し
て
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
前
漢
後
半
期
よ
り
後
漢
時
代
に
か
け
て
同
居
共
財
が
理
想
化

さ
れ
て
史
乗
に
現
わ
れ
る
の
は
か
か
る
時
代
相
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
漢
時
代
に
入
る
と
、

上
述
の
生
活
様
式
は
、
階
層
の
如
何
を
問
わ
ず
、
贋
汎
な
居
の
人
々
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
上
は

い
わ
ゆ
る
豪
族
と
稿
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
中
は
士
一
貫
肱
(
事
例
⑬
)
や
茶
畠
の
よ
う
な
中
家
と
目
さ
れ
る
人
々
に
よ

っ
て
、
下
は
雇
瑳

ハ
事
例
⑬
〉

や
李
充
の
よ
う
な
貧
家
に
至
る
ま
で
、
贋
い
階
層
の
人
々
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
同
居
共
財
の
生
活
が
後
漢
時
代
を
特
徴
づ
け



る
世
相
に
ま
で
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
仔
細
に
事
例
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
聞
の
同
居
生
活
の
委
に
は
差
異
が

あ
る
よ
う
広
見
え
る
。
と
く
に
貧
家
で
あ
っ
た
握
褒
や
李
充
の
場
合
、
同
居
の
理
由
は
家
が
貧
し
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
彼
ら

の
同
居
生
活
が
郷
里
の
人
々
、
世
人
の
賞
讃
を
受
け
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
同
居
そ
の
も
の
の
理
由
は
、
膿
敬
よ
り
も
生
活
の
困
窮
に
あ
っ

た
。
家
が
貧
し
け
れ
ば
こ
そ
、
被
ら
兄
弟
は
家
計
を
一
に
し
て
、
衣
食
に
要
す
る
費
用
を
節
約
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
家
計
を
共
同
化
し
生

活
を
合
理
化
す
る
と
い
う
目
的
は
大
家
の
共
同
生
活
で
も
貧
家
の
そ
れ
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
家
計
を
共
同
化
し
て

同
居
生
活
を
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
時
代
の
生
活
様
式
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
生
活

様
式
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
前
漢
末
期
よ
り
も
一
層
深
刻
化
し
た
通
貨
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
少
し
時
代
が
降

り
、
萄
と
い
う
特
殊
な
地
域
の
記
録
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
朕
況
を
知
る
上
で
参
考
に
な
ろ
う
。

孝
桓
帝
の
時
、
河
南
の
李
盛
仲
和
、
〈
巴
〉
郡
守
と
な
り
て
財
を
貧
り
賦
を
重
く
す
。
園
人
之
を
刺
り
て
日
く
、
狗
の
吠
ゆ
る
や
何
ぞ
喧
喧

危
ぴ

た
る
。
吏
の
衆
り
て
門
に
在
る
あ
り
。
衣
を
鍍
か
せ
門
に
出
で
て
麿
ず
る
に
、
府
記
も
て
銭
を
得
ん
と
欲
す
と
。
語
窮
し
乞
い
て
期
た
ん

こ
と
を
請
う
に
、
吏
怒
り
反
っ
て
尤
め
ら
る
。
歩
を
旋
し
て
家
中
を
顧
る
に
、

家
中
、
帰
す
べ
き
な
し
。

往
き
て
郷
よ
り
貸
ら
ん
と
思
え
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ど
も
、

邦
人
、
己
に
匿
し
と
言
う
。
鏡
、
鏡
、
何
ぞ
得
難
き
、
我
を
し
て
濁
り
慌
体
せ
し
む
、
と
。

と
。
河
南
か
ら
や
っ
て
来
た
李
郡
守
は
、
こ

の
地
で
一
財
産
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
訣
求
を
試
み
た
が
、
し
か
し
萄
で
も
貨
幣
不
足

は
既
に
深
刻
で
あ
っ
た
。
人
々
は
役
人
か
ら
賦
銭
の
納
付
を
求
め
ら
れ
て
も
、
家
中
に
銭
は
な
く
、
近
鄭
か
ら
借
り
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か

っ

〈『
肇
陽
園
士
山
』

倉一

、
巴
郡
〉

た
の
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
嘗
時
の
人
々
が
貨
幣
不
足
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
を
雄
縛
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
済
朕
況
の
下
、
貨
幣
枚
入
の
道
が
狭
め
ら
れ
れ
ば
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
、
支
出
を
可
能
な
限
り
切
り
つ
め
る
努
力
が

求
め
ら
れ
よ
う
。
握
妥
や
李
充
ら
が
肩
を
寄
せ
合
い
同
居
生
活
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
正
に
こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
事
情
は
家
産
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
中
家
以
上
の
家
々
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
向
居
生
活
が
贋
汎
な
層
の
人
々
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、

一
方
に
お
い
て
前
漢
の
元
帯
以
後
ー
儒
敬
敢
育
が
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王
蒋
時
代
を
経
て
後
漢
時
代
に
入
る
と
、
生
活
寓
般
が
儒
敬
主
義
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、
儒
数
倫
理
に
か
な
っ
た
生
活
態
度
が
韓
揚
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
無
-揖
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
史
乗
は
何
れ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
方
面
か
ら
の
評
債
を
記
録
し
て
い

普
及
し
、

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が、

る
こ
と
は
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
「
前
漢
か
ら
後
漢
に
下
る
に
つ
れ
て
高
ま
っ
た
躍
敬
意
識
」
が
同
居
生
活
の
精
神
的
な
支
え
に
な

っ
て
い

し
か
し
現
買
に
は
む
し
ろ
経
済
的
な
理
由
・
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

の
よ
う
な
印
象
を
輿
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
論
述
し
て
く
る
と
、
前
漢
末
期
よ
り
後
漢
時
代
に
か
け
て
、
世
は
複
合
家
族
・
同
居
共
財
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
か

し
か
し
現
買
に
は
複
合
家
族
の
形
態
を
と
る
家
は
全
瞳
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ

た
、
と
見
る
の
が
妥
首
で
あ
る
。
李
充
の
場
合
に
し
て
も
萎
は
彼
に
別
居
を
は
か
っ
た
し
、
謬
巴
の
家
で
も
諸
婦
は
分
異
を
求
め
て
争
っ
た
と

い
う
事
寅
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
居
生
活
に
は
争
い
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
生
活
よ
り
も
分
居
す
る
方
が
精
神

衛
生
上
、
家
族
員
相
互
の
た
め
に
も
便
宜
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
か
の
唐
の
張
公
塞
が
高
宗
皇
帝
に
九
代
同
居
の
秘
訣
を
問
ね
ら
れ
て
百
飴

(
品
切
)

の
忍
の
字
を
書
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
同
居
生
活
を
績
け
る
に
は
家
族
員
相
互
の
聞
に
忍
耐
す
る
姿
勢
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
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う
な
事
情
か
ら
、
経
済
的
に
有
利
で
あ
り
儒
敬
倫
理
の
理
想
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
居
共
財
は
一
般
に
永
績
せ
ず
、
多
く
の
家
は
父

の
死
後
、
分
裂
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
別
居
分
財
が
人
情
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
に
耐
え
て
同
居
共
財
を
何
十
年
・

幾
世
代
に
も

亙
っ
て
維
持
す
る
家
や
人
が
世
人
の
稽
讃
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、
二
・
三
・
四
の
三
一
章
一
に
亙
っ
て
撰
述
し
た
よ
う
に
、
前
漢
武
一
帝
期
を
境
に
し
て
貨
幣
経
済
は
大
き
く
襲
貌
し
、
そ
の
影
響
は
祉
曾
の

基
礎
単
位
で
あ
る
家
族
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
貨
幣
経
済
の
隆
盛
期
に
見
ら
れ
た
家
族
の
分
散
・
分
居
す
る
傾
向
は
改
ま
り
、

褒
居
す
る

傾
向
が
現
わ
れ
、
敷
世
代
に
及
ぶ
同
居
家
族
を
出
現
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
と
く
に
前
漢
後
期
の
吐
舎
を
加
の
側
面
か
』ら
観
察
す
る
な
ら
ば
、
願
著
な
社
曾
現
象
と
し
て
流
民
の
護
生
が
看
取
さ

れ
る
。
そ
れ
は
蓋
し
か
つ
て
好
況
時
に
農
業
を
離
れ
商
工
業
に
走
っ
た
人
々
、
或
い
は
そ
の
子
孫
た
ち
の
一
部
が
経
済
不
況
に
よ

っ
て
職
を
失

い
流
民
化
す
る
一
方
、
賦
税
の
重
匪
な
ど
に
耐
え
か
ね
て
土
地
を
手
離
し
た
農
民
た
ち
が
流
民
と
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
武

者
一
以
前
に
は
、
洪
水
に
よ
る
流
民
を
除
け
ば
、
殆
ん
ど
流
民
に
闘
す
る
記
録
が
見
ら
れ
な
い
の
に
封
し
九
昭
一帝
・
宣
一
帝
期
に
は
流
民
の
記
事
や

(
的
制
〉

貧
民
に
公
団
や
苑
閏
を
偲
興
す
る
記
事
が
頻
見
す
る
の
も
経
済
饗
動
の
影
響
の
一
側
面
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
農
村
に
は
か
つ
て
の
離

農
者
を
受
入
れ
る
払
跡
地
は
な
か
っ
た
し
、
土
地
を
手
離
し
た
者
は
偲
作
人
或
い
は
僅
隷
と
し
て
い
わ
ゆ
る
大
家

・
中
家
た
る
大
土
地
所
有
者
の

支
配
下
に
入
る
か
、
他
郷
に
流
出
す
る
よ
り
外
に
道
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
政
府
は
こ
れ
ら
の
流
民
を
安
指
す
る
た
め
に
、
公
団
や

苑
固
を
開
放
し
種
食
を
輿
え
て
自
立
を
は
か
ら
せ
る
一
方
、
物
債
の
一
般
的
低
落
傾
向
の
中
で
相
劃
的
に
高
債
と
な
り
、

一
般
の
人
々
を
苦
し

め
て
い
た
専
貰
品
目
盟
の
債
格
の
値
下
げ
や
算
賦
・
口
銭
の
減
免
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

宣
一
帝
の
儒
数
倫
理
、
家
族
遁
徳
を
傘
重
す
る
詔
書
は
こ
の
よ
う
な
欣
況
の
中
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
書
が
上
の
経
済
不
況
に
劃

慮
す
る
た
め
の
一
方
策
と
し
て
家
族
道
徳
の
宣
揚
を
は
か
っ
た
の
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
結
果
と
し
て
儒
数
倫
理
の
導
入
、
家
族

結
合
の
強
化
こ
そ
が
不
況
に
劃
す
る
捷
径
で
あ
り
最
善
の
策
と
し
て
人
々
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
算
賦
や
口
鎮
の

銭
納
制
下
で
の
貨
幣
経
済
の
沈
滞
・
不
況
に
封
慮
す
る
に
は
、

な
る
べ
く
貨
幣
を
使
わ
ず
逼
貨
を
放
出
し
な
い
生
活
様
式
を
採
る
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
個
々
の
分
散
・
濁
立
的
な
家
々
の
支
出
よ
り
も
、
幾
つ
か
の
家
の
結
合
睦
の
支
出
の
方
が
相
劉
的
に
少
い
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、

複
数
の

小
規
模
の
家
計
の
支
出
額
の
組
和
と
一
つ
の
集
合
的
共
同
的
な
家
計
の
支
出
額
と
で
は
、
同
一
口
数
に
闘
す
る
限
り
、
前
者
が
大
き
く
後
者
の

小
さ
い
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
賓
家
層
を
は
じ
め
と
し
て
、
後
漢
時
代
に
康
い
階
層
に
亙
っ
て
同
居
共
財
の
生
活
様
式

が
追
求
さ
れ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
経
済
欣
況
の
中
で
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
封
躍
で
は
な
く
、
積
極

的
な
封
雁
を
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
主
と
し
て
大
き
な
資
産
、
就
中
土
地
を
所
有
す
る
者
は
兄
弟
・
子
孫
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
内

部
で
分
業
を
行
な
い
合
理
的
経
営
を
は
か
り
、
家
族
共
同
鐙
内
に
お
け
る
消
費
の
抑
制
に
よ
っ
て
得
た
徐
剰
物
を
市
場
に
放
出
し
、
或
い
は
季
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し
て
徐
力
の
あ
る
者
は
郷
里
の
人
々
の
厚
生
に
嘗
て
た
り
も
し
た
。

節
的
な
債
絡
の
嬰
動
を
利
用
し
て
計
霊
的

・
投
機
的
に
取
引
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
貨
を
蓄
積
し
、
家
族
や
宗
族
の
将
来
に
備
え
た
。
そ
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こ
の
よ
う
に
し
て
武
一帝
以
後
の
貨
幣
経
済
の
沈
滞
、
経
済
不
況
が
父

・
子
・
孫
、
兄
弟
の
結
合
を
促
し
、
血
の

つ
な
が
り
を
紳
と
し
て
結
び

合
っ
た
も
の
が
い
わ
ゆ
る
後
漢
の
同
居
家
族

・
複
合
家
族
で
あ
り
、
更
に
外
延
に
族
的
結
合
を
強
め
、
大
き
な
枇
舎
的
影
響
力
・
指
導
力
を
蓄

え
た
も
の
が
い
わ
ゆ
る
豪
族
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
議
論
は
家
族
と
郷
里
杜
舎
と
の
開
係
へ
と
展
開
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
は
小
論
の
主
題
を
越
え
た
問

題
で
あ
る
。
農
業
経
営
の
問
題
と
と
も
に
別
の
機
舎
に
謹
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
昭
和
五
五
年
九
月
二
五
日
夜
表
於
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
「
中
園
貴
族
制
祉
曾
の
研
究
」
班
、

改
稿
、
昭
和
五
八
年
三
月
六
日
報
告
於
中
園
古
代
史
研
究
舎。〉

註
〈

1
)

中
園
古
代
家
族
に
関
す
る
研
究
史
は
守
屋
美
都
雄
氏
「
漢
代
の
家
族

ー
ー
そ
の
皐
読
史
的
展
望
丁
|
」
〈
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
所
牧
〉

に
詳
し
い
が
、
最
近
の
佐
竹
鏑
彦
氏
「
中
園
古
代
の
家
族
と
家
族
的
批
禽

秩
序
」

〈
東
京
都
立
大
皐
『
人
文
皐
報
』
第
一
四
一
一
統〉

に
は
簡
潔
で
要

領
を
得
た
絞
述
が
あ
る
。

(
2
〉
鈴
木
祭
太
郎
氏
「
日
本
人
家
族
の
世
代
的
褒
展
に
お
け
る
周
期
的
律

動
性
に
つ
い
て
」
(
『
鈴
木
築
太
郎
著
作
集
E
〈家
族
と
民
俗
)』
所
牧
)。

(

3

)

仁
井
田
陸
氏
は
昭
和
二

O
年
二
月
一

日
附
『
大
事
新
聞
』
第

一
九
械

に

「
公
式
主
義
へ

の
反
盤
」
と
題
し
て
牧
野
巽
氏
の

『
支
那
家
族
研
究
』

を
紹
介
し
、
こ
の
書
を
絶
讃
さ
れ
る
一
方
で
、
二
つ
の
注
文
を
つ
け
ら
れ

た
。
そ
の
一
つ
が
「
家
族
の
成
員
や
構
成
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
社
合

的
燦
件
に
あ
ま
り
燭
れ
て
は
い
ず
、
そ
の
貼
も
っ
と
つ
つ
込
ん
だ
解
明
が

ほ
し
い
(傍
黙
H
筆
者
ご
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
牧
野
氏
は
論
文
「
中

園
の
古
代
家
族
は
経
済
的
自
給
自
足
隆
に
非
ず
」
の
附
記
で
「
経
済
方
面

の
論
及
が
な
い
の
が
依
貼
だ
と
評
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
牧
野

氏
の
記
憶
違
い
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
際
、
問
題
で
は
な

い
。
我
々
と
し
て
は
、

記
憶
違
い
か
ら
古
代
貨
幣
経
済
に
関
す
る
二
本
の

名
論
文
が
生
れ
た
こ
と
の
方
を
喜
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
4

)

『
祉
舎
科
摩
評
論
』
第
五
輯
。

(
5

)

一
橋
大
皐
祉
合
摩
郡
論
文
集
『
祉
曾
と
文
化
の
諸
相
』
所
段
。

(

6

)

京
都
大
皐
人
文
科
聞
学
研
究
所
研
究
報
告
『
戦
園
時
代
出
土
文
物
の
研

究
』
所
牧
。

(

7

)

『
中
国
古
代
中
世
史
研
究
』

第
九
章
第

一
部
ハ
原
載

『
東
方
集
』
第



二
三
総
〉
。

(
8
〉
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
家
族
篇
第
三
章
(
原
載
『
古
代
史
講

座
』
第
六
容
U

。

(
9〉
「
漢
代
に
於
け
る
家
族
の
大
き
さ
」
〈
『
支
那
家
族
研
究
』
所
牧
〉。

(W)
「
漢
代
の
家
族
形
態
」
(
向
上
)
。

(日
)
『
歴
史
評
論
』
第
三
四
四
時
制
。

(
ロ
)
前
掲
書
七
七
頁
。

ハ日
)
こ
れ
と
相
似
た
生
活
は
、
『
後
漢
書
』
巻
一
一
一一一一、

虞
延
俸
の
「
(
虞
)

延
途
自
殺
、
家
至
清
貧
、
子
孫
不
菟
寒
緩
」
の
僚
下
に
引
く
謝
承
『
後
漢

書
』
の
逸
文
に
、
「
身
・俊
之
後
、
家
貧
室
、
子
孫
同
衣
而
出
、
井
日
而
食
」

(
明
帝
・
章
帯
期
)
と
あ
り
、
貧
し
い
同
居
家
族
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ハM
凶
)
「
漢
代
家
族
の
形
態
に
関
す
る
考
察
」
(
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』

所
牧
)
。

ハ日
山
)
前
記
「
戦
闘
秦
の
家
族
と
貨
幣
経
済
」
。

ハ
叩
山
〉
守
屋
美
都
雄
氏
「
漢
代
家
族
の
形
態
に
関
す
る
考
察
」
公
剛
一
掃
〉
一

三

ニ
二
頁
な
ど
。

(
げ
〉
越
鶏
『
隊
品
開
業
放
』
巻
一
一
一
九
、
累
世
同
居
。
，

mM)
『
東
亜
論
叢
』
第
五
輯
。

(ω
〉

『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
一
一一
一
一
五
頁
。

(
却
〕
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
家
族
篇
第
二
章
〈
原
誠
『
中
園
古
代

史
研
究
』
第
一
〉
=
一
七
五
頁
。

(
幻
〉
告
織
令
の
施
行
の
時
期
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
7
『
前
漢
紀
』

(
巻
三
ニ
〉
は
元
鼎
三
ハ
前
一
一
四
〉
年
、
『
資
治
通
鑑
』
(
巻
ニ

O
〉
は

一元
狩
六
(
前
一
一
七
)
年
と
す
る
。
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(n〉
と
の
場
合
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
が
董
仲
野
の
い
わ
ゆ
る
限
国
策

の
提
案
で
あ
る
。
こ
の
限
回
策
の
提
案
の
時
期
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
清士口

氏
は

「史
記
貨
殖
列
俸
研
究
」
(『
漢
代
社
舎
経
済
史
研
究
』
所
枚
、
一
八

六
頁
〉
に
お
い
て
、
『
漢
書
』
食
貨
志
上
の
紋
述
を
擦
り
ど
こ
ろ
に
大
司

農
の
置
か
れ
た
太
初
元
〈
前
一

O
四
〉
年
の
直
後
に
か
け
て
お
ら
れ
る

が
、
皆
悦
『
前
漢
紀
』
巻
一
一
一
一
一
は
元
狩
四
〈
前

一
一
九
)
年
に
か
け
て
い

る
。
い
ま
、
か
り
に
太
初
元
年
に
こ
の
上
奏
が
な
さ
れ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
略
ぼ
一

O
年
前
に
は
告
繕
令
が
施
行
さ
れ
て
大
規
模
な
土
地
の

波
牧
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
げ
そ
の
上
に
限
回
策
を
提
案
す

る
の
は
董
仲
野
が
世
情
に
疎
い
儒
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
徐
り
に
迂
閥

な
議
論
と
い
う
と
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
私
に
は
、
隈
国
策
を
講
じ
た
上

奏
文
と
そ
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
「
大
司
農
」
に
言
及
し
た
上
奏
文
と

は
、
時
間
的
に
前
後
し
、
倒
置
さ
れ
'て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
て
な
る
な

い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

『
漢
書
』
董
仲
野
俸
に
お
け
る
三
つ

の
針
策
の
中
、
針
策
第
一
と
針
策
第
二
の
順
序
の
入
れ
替
っ
て
い
る
こ
と

を
冨
谷
至
氏
「
『
儒
敬
の
図
激
化
』
と
『
儒
皐
の
官
準
化
』
」

(
『
東
洋
史
研

究
』
第
三
七
巻
第
四
競
〉
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ

の
限
回
策
の
場
合
も
、
班
固
め
文
皐
的
な
好
み
か
ら
前
後
倒
置
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
も
し
限
回
策
の
提
案
を
元
狩
四
年
に
か
け
る
萄
伎
を
ば
正

し
い
と
す
る
な
ら
、
限
回
論
は
そ
の
二
年
後
に
施
行
さ
れ
た
告
絹
令
の
政

策
的
な
根
媛
の

一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
犬
土
地
所
有
者
弾
歴
の
論

援
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
あ
。

(mu
守
屋
美
都
雄
氏
「
累
世
同
居
起
源
考
」
(
『
東
E
経
済
研
、宛
』
第
二
六

各
第
三
・
四
時
@
お
よ
び
ベ
累
世
厨
居
の
起
源
ど
漠
代
櫨
制
」〈『
日
本
諸

事
研
究
報
告
』
第
一
七
篇

ー歴
史
皐
vd

。。
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(
払
〉
『
後
漢
書
』
品
位
三
三
、
郷
弘
俸
の
注
に
引
か
れ
た
謝
承
『
後
漢
書』

に
は
、其

曾
祖
父
本
湾
圏
臨
潜
入
、
官
至
笥
郡
属
園
都
尉
。
武
一
帝
一
時
徒
強
宗
大

姓
、
不
得
族
居
。
勝
三
子
移
居
山
陰
、
因
崎地
家正局。

と
あ
る
。

(
お
〉
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
『
漢
書
』
貨
殖
列
俸
を
瞥
見
す
れ
ば

一
目
瞭

然
で
あ
る
。

(
お
〉
但
し
、
武
一
帝
一
は
五
鍬
銭
の
夜
行
に
先
立
っ
て
、
三
銭
銭
(
銅
銭
〉
と

と
も
に
い
わ
ゆ
る
白
金
三
品
(
債
値
の
大
き
な
三
種
の
銀
貨
)
を
夜
行
し
、

こ
れ
を
銅
銭
と
併
用
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
盗
鋳
が
激
増
し
た
た

め
、
遂
に
廃
止
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
金
貨
(
金
餅
〉
も
行
な
わ
れ

て
い
て
、
白
金
・
銅
銭
と
と
も
に
併
用
さ
れ
た
が
、

mm値
が
高
す
ぎ
た

(
一
斤
H
一
金
餅
H
一
高
銭
〉
た
め
に
民
間
で
常
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

く
、
む
し
ろ
賀
臓
の
手
段
と
化
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
も
や
が
て
海
外

に
流
出
し
て
、
五
妹
銭
の
不
足
を
補
う
に
は
至
ら
な
か
っ
た
〈
第
聡
氏

「
漢
代
黄
金
及
銅
銭
的
使
用
問
題
」
〈
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

刊
』
四
二
本
第
三
分
〉
〉
。

〈M
U
)

加
藤
繁
氏
「
西
漠
前
期
の
貨
幣
特
に
目
録
銭
に
就
い
て
」
(
『
支
那
経

済
史
考
誼
』
上
)
。

(
叩

ω
〉
牧
野
紫
氏
「
中
園
古
代
貨
幣
経
済
の
衰
退
過
棋
」
(
前
掲
〉
。

(
却
)
少
し
時
代
は
降
る
が
、
『
漢
書
』
各
七
二
、
貢
百
円
停
に
は
、

:
:
今
漢
家
鋳
銭
及
諸
鍛
官
皆
置
吏

・
卒
・
徒
、
攻
山
取
銅
鎖
、
一
歳

功
十
寓
人
己
上
。
:
:
:
撃
地
数
百
丈
、
鈎
陰
気
之
精
。
地
減
空
虚
、
不

能
合
気
出
雲
。

と
い
い
、
元
脅
期
に
は
鎖
山
の
採
掘
も
地
下
数
百
丈
ま
で
掘
り
下
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
し
か
も
鍍
床
は
洞
潟
に
近
い
欣
態
で
あ
っ
た
よ
う

に
見
え
る
。
楊
文
衡
氏
「
我
図
古
代
采
鍍
技
術
史
(
坑
采
〉
」

〈『
中
園
古

代
史
論
叢
』
一

九
八
二
年
第
二
絹
)
は
こ
の
時
代
の
深
さ
百
米
以
上
に
も

達
す
る
銅
の
欽
井
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
採
掘
朕
態
を
見
る

と
、
蛍
時
の
銅
の
生
産
供
給
が
決
し
て
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
『
漢
書
』
地
理
志
上

の
萄
の
般
道
の
僚
に
銅
山
或
い
は
銅
官
の
記
載
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
巌

道
の
銅
山
は
か
つ
て
は
文
一
帝
の
倖
臣
都
通
に
奥
え
ら
れ
て
大
量
の
銅
を
産

出
し
、

天
下
の
銅
銭
の
三
分
の
一

を
鋳
造
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た

(『
史
記
』

巻
一
二
五
、
倭
幸
列
停
、
郵
遁
〉
が
、

『漢
書
』
地
理
志
に
記
載
が
な
い

の
は
、
或
い
は
こ
の
頃
、
既
に
廃
鍬
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
『
南
時
門
書
』
巻
三
七
、
劉
俊
俸
に
は
、
般
道
の
都
、通
の
銅
山
を
再
開

裂
し
た
が
、
功
費
多
く
採
算
が
合
わ
な
い
た
め
中
止
し
た
と
い
う
記
事
が

あ
り
、
そ
の
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

(ω
〉
例
え
ば
イ
ン
ド
シ
ナ
牛
島
で
は
考
古
皐
的
調
査
の
結
果
、
屡
ば
五
妹

銭
が
設
掘
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
ハ
東
京
大
皐
蔵
版
『
考
古
聞
編
』
第
十
輯

り
凶
凶

σ。
こ
の
こ
と
は
武
脅
の
劉
外
渡
展
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
周
途
地

域
へ
も
銅
銭
が
流
出
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
川
出
)
陳
紹
様
氏
「
試
論
王
奔
改
鍬
m
」
(『中
園
史
研
究
』
一
九
八
三
年
二
期
)

は
武
一帝一
以
後
、
五
妹
銭
の
重
量
が
次
第
に
減
っ
て
い
る
事
質
を
穆
げ
て
前

漢
後
牢
期
の
物
償
上
昇
の
原
因
に
し
て
い
る
。
物
償
上
昇
に
関
し
て
は
管

見
と
相
容
れ
な
い
が
、
五
銭
銭
の
重
量
が
漸
減
し
て
い
る
事
寅
は
政
府
の

貨
幣
不
足
に
桝
到
す
る
削
到
底
策
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(
位
〉
『
漢
書
』
品
位
七
、
昭
三
帝
紀
、
元
卒
元
年
春
二
月
の
僚
に
は
、

詔
目
、
:
:
:
耕
桑
者
盆
衆
、
而
百
姓
未
能
家
給
、
朕
甚
慾
正
』
向
。
其
減
ロ

-114ー
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賦
銭
。
有
司
奏
請
減
什
一
ニ
。
上
許
之
。

と
あ
る
。
，

(
お
)
『
漢
書
』
品
位
入
、
宣
一
帝
五
鳳
三
年
三
月
の
僚
に
は
、
詔
し
て
「
・
:
:

減
天
下
口
一
銭
。
」
と
い
い
、

(
担
)
『
漢
書
』
巻
入
、
宣
帝
甘
露
二
年
春
正
月
に
は
詔
し
て
「
:
:
:
減
民

算
三
十
。
-
と
あ
り
、

〈
お
)
『
漢
書
』
巻
一

O
、
成
帯
紀
、
建
始
二
年
春
正
月
の
詔
に
は
、
「
減
天

下
賦
銭
第
四
十
。
」
と
い
い
、

(
M
W
)

『
漢
書
』
品
位
入
、
宣
零
紀
、
地
節
四
年
九
月
に
は
、
詔
し
て
、

朕
惟
百
姓
失
職
不
勝
、
:
:
:
盤
、
民
之
食
、
而
買
威
貴
、
衆
康
重
因
。

其
滅
天
下
堕
買
。

と
あ
る
。

(
釘
)
元
一
帝
期
に
は
貢
面
聞
に
よ
っ
て
貨
幣
廃
止
論
が
提
出
さ
れ
(
『
漢
書
』

巻
七
二
、
貢
局
俸
)
、
京
帝
期
に
は
上
書
に
よ
っ
て
古
制
の
亀
貝
復
活
論

が
提
出
さ
れ
た
ハ
『
漢
書
』
各
八
六
、
部
丹
停
)
が
、
い
ず
れ
も
反
封
論

に
あ
っ
て
潰
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
『
漢
書
』
品
位
七

O
、
陳
湯
俸
に
は
、

:
:
自
元
零
時
、
滑
陵
不
復
徒
民
起
色
。
成
一
帝
一
起
初
陵
、
数
年
後
、
:
・

・
:
卸
上
封
事
言
、
初
陵
、
京
師
之
地
、
最
篤
肥
美
、
可
立
一
豚
。
天
下

民
不
徒
諸
俊
三
十
除
歳
実
。
関
東
宮
人
盆
衆
、
多
規
良
回
、
役
使
貧

民
、
可
徒
-初
陵
、
以
彊
京
師
、
衰
弱
諸
侯
。
又
使
中
家
以
下
得
均
貧
富
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
元
帯
以
降
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
昭
帯
以
来
、

民
と
休
息
す
る
政
策
が
採
ら
れ
大
家
へ
の
座
迫
が
弱
ま
っ
て
、
犬
家

・
豪

族
の
成
長
し
易
い
環
境
-
か
生
れ
た
こ
と
は
、
一
方
で
は
土
地
の
粂
併
を
再

び
進
行
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
前
漢
末
、
亥
一
帝
の
時
、
飽
宣
が
上
っ

た
諌
書
に
は
民
が
流
亡
す
る
七
つ
の
原
因
が
象
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

第
四
僚
に
は
「
豪
強
大
姓
、
震
食
亡
厭
、
四
亡
也
」
と
い
い
、
大
姓
・
豪

族
に
よ
る
土
地
粂
併
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。

〈mm
〉
天
野
元
之
助
氏
「
四
民
月
令
に
つ
い
て
」
〈
関
西
大
祭
『
経
済
論
集
』

第
二
ハ
巻
四
・
五
合
併
続
可
楊
聯
陸
氏
「
従
四
民
月
令
所
見
到
漢
代
家

族
的
生
産
」
〈
『
食
貨
牟
月
刊
』
第

一
巻
第
六
期
〉
、
渡
部
武
氏
「
『
四
民
月

令
』
に
見
え
る
後
漢
時
代
の
豪
族
の
生
活
」
〈
栗
原
朋
信
博
士
追
悼
記
念

『
中
園
前
近
代
史
研
究
』
所
牧
)
。

〈
的
制
)
『
四
民
月
令
』
〈
石
襲
漢
校
注
本
に
よ
る
〉
に
お
け
る
賓
買
の
記
録
を

抜
翠
す
る
と
、

二
月
、
可
耀
莱
黍
大
小
豆
航
褒
子
。
牧
薪
炭
。

三
月
、
可
胞
黍
、
買
布
。

四
月
、
可
羅
麹
及
大
古賀倣骨粗持。

五
月
、
耀
大
小
豆
胡
航
、

羅
殖
大
小
菱
、
牧
弊
繁
及
布
自m。
日
至
後
、

可
羅
癖
始
。

六
月
、
可
権
大
豆
、
薙
穣
小
委
、
牧
練
縛
。

。

七
月
、
可
耀
小
大
豆
、
調
騨
市
昔
、
牧
鎌
練
。

八
月
、
及
章
履
賎
好
、
預
買
以
備
隆
多
粟
烈
之
裳
。

耀
種
市
昔
、
羅
黍
。

十
月
、
賓
鎌
鳥
弊
索
、
羅
莱
大
小
豆
航
子
、
牧
括
棲
。

十
一
月
:
:
J
買
白
犬
養
之
以
供
租
禰
。

羅
杭
稲
莱
米
小
大
豆
麻
子
。

と
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
現
行
本
『
四
民
月
令
』
は
梶
本
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
中
に
は
遺
倹
も
あ
る
で
あ
ろ
う。

し
か
し
そ
れ
は

一
先
ず
措
い

て
、
上
の
抜
牽
を
見
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
取
引
き
に
嘗
っ
て
、
先
ず
商

-115ー



116 

う
り
ぜ

か

い

い

ロ
聞
を
揮
し
、
し
か
る
後
に
羅
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
と
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
例
外
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
こ
の
こ

と
は
蛍
時
の
豪
族
が
で
き
る
だ
け
遜
貨
を
用
い
な
い
で
、
或
い
は
持
ち
出

さ
な
い
で
、
商
取
引
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

(
H
M

〉
『
膿
記
』

曲
櫨
上
に
は
、

父
母
存
、
不
許
友
以
死
、
不
有
私
財
。

と
あ
り
、
同
じ
く
坊
記
に
は
、

父
母
在
、
不
敢
有
其
身
、
不
敢
私
其
財
。
一
示
民
有
上
下
也
。

と
い
い
、
大
陸
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
解
り
易
い
後
者
の
方
を

畢
げ
て
お
く
。

(
必
〉
『
儀
雄
』
喪
服
に
は
、

父
子

一
位
一也
。
夫
妻

一
位
也
。
昆
弟

一
霞
也
。
故
父
子
首
足
也
。
夫
妻

枠
合
也
。
昆
弟
四
恒
也
。
故
昆
弟
之
義
無
分
。
然
而
有
分
者
、
則
幹
子

之
私
也
。
子
不
私
其
父
、
則
不
成
魚
子
。
故
有
東
宮
、
有
西
宮
、
有
南

宮
、
有
北
官
。
異
居
而
同
財
、
有
除
則
錦
之
宗
、
不
足
則
資
之
宗
。

と
あ
る
。

(
必
〉
こ
の
三
世
間
居
を
含
め
た
三
族
制
家
族
形
態
に
つ
い
て
、
か
つ
て
宇

都
宮
氏
は
「
漢
代
に
お
け
る
家
と
豪
族
」
〈
前
掲
書
四
二
五
頁
)
に
お
い

て
こ
の
奨
氏
の
生
活
様
式
を
取
り
上
げ
、
「

一
方
こ
の
時
代
さ
か
ん
に
行

わ
れ
た
荘
園
的
大
土
地
所
有
の
傾
向
が
、
こ
の
=
一
世
間
居
と
か
、
父
死
後

に
も
、
兄
弟
た
ち
が
分
居
別
財
し
な
い
家
族
型
を
自
然
的
に
、
要
求
し
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
、
守
屋
美
都
雄
氏
「
漢
代
家
族
の
形

態
に
関
す
る
考
察
」
(
前
掲
書
三
三
ニ
頁
〉
か
ら
「
氏
は
漢
代
の
農
業
生

産
の
上
に
、
家
族
M

労
働
力
を
集
結
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
在

留
保
有
者
の
家
族
時
大
き
く
な
っ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
:
・

:
・
さ
ら
に
史
貨
に
蛍
っ
て
考
察
す
る
と
、
三
世
間
居
や
父
死
後
の
兄
弟
同

居
は
必
ず
し
も
荘
園
経
替
の
必
要
の
み
か
ら
起
っ
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な

い
:
:
:
。
」
と
批
列
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

(
川
叫
〉
永
田
英
正
氏
「
居
延
漢
衡
の
集
成
ニ
l
|
破
滅
子
(
ム
・
ド
ル
ベ
ル

ジ
ン
〉
出
土
の
定
期
文
書
ニ
完
|
|
」

(『東
方
皐
報
』
第
四
七
加
〉

「卒

家
廃
棄
名
籍
」
の
項
、
お
よ
び
佐
竹
靖
彦
氏

「
中
園
古
代
の
家
族
と
家
族

的
社
禽
秩
序
」
ハ
前
掲
〉
。

〈
必
)
「
薩
忠
衡
と
徐
宗
衡
に
つ
い
て
|

|
卒
中
氏
の
算
賦
申
告
書
設
の
再

検
討
|
|
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
八
巻
第
二
・
三
披
〉。

ハ
必
)
永
田
英
正
氏
「
居
延
漠
衡
の
集
成
二
|
|
1
破
滅
子

(
ム
・
ド
ル
ベ
ル

ジ
ン
)
出
土
の
定
期
文
書
ニ
完
ol
l
a」
(
前
掲
〉

「
吏
受
奉
名
籍
」
の
項
。

(
灯
〉
宇
都
宮
清
士
口
氏

「鐙
約
研
究
」
(『漢
代
社
曾
経
済
史
研
究
』〉
三

O

O
頁。

(
組
問
)
『
奮
唐
寄
』
各
一
八
八
、
孝
友
、
劉
君
良
附
停
張
公
益
。

(
品
目
)
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
武
一帝
以
前
の
農
民
の
姿
と
昭
一帝
・

宣
一帝
期
の
そ
れ
と
を
比
較
す
れ
ば
明
確
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
『
漢
書
』
景

脅
紀
、
後
元
三
年
春
正
月
の
詔
に
は
、

:
:
:
開
歳
或
不
登
、
一
意
魚
末
者
衆
、
農
民
寡
也
。
其
令
郡
園
務
勧
農

桑
、
盆
種
樹
、
可
得
食
衣
物
。

と
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
農
業
に
代
り
う
る
生
業
ハ
末
業
U

が
比
較
的
身

近
に
あ
っ
た
か
ら
、
農
民
た
ち
は
凶
作
等
の
苦
難
に
遭
っ
た
時
に
は
末
業

に
憧
れ
走
っ
た
。
し
か
し
武
帝
以
後
の
時
代
に
は
事
情
が
違
っ
て
い
た
。

例
え
ば
昭
一帝
紀
、
始
元
四
年
秋
七
月
の
詔
に
は
、

::・比
歳
不
登
、
民
置
於
食
、
流
庸
未
室
迷
。
・
:
:

と
い
い
、
宣
一
帝
紀
、
本
始
四
年
春
正
月
に
は
詔
し
て
、
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今
歳
不
登
、
己
遁
使
者
援
貸
厨
乏
。

と
い
い
、
或
い
は
地
節
三
年
多
十
月
に
は
詔
し
て
、

池
禦
未
御
幸
者
、

俵
奥
貧
民
、

:
:
:
流
民
還
婦
者
、
俵
公
回
、
貸
種

食
、
且
勿
算
事
。

と
い
い
、
凶
作
な
ど
の
苦
難
に
遭
っ
て
も
、
流
民
と
な
る
か
、
坐
し
て
政

府
の
救
済
を
待
つ
農
民
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
凶
作
時
に
お
け
る
農

民
の
姿
の
遠
い
に
二
つ
の
時
代
相
を
見
る
と
と
が
で
き
る
。
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and accordingly would pass these on to his people. On the other hand,

the rites and laws of Qin were usually limited to the person of the ruler

in the territoriesof the outer retainers｡

　　

The acceptance of Qin regulations by other tribes among the vassals

was greatly enhanced by ａ twofold status system : there was the status

of zhen M. i-e., guest, on the one hand, and the status oiｘiaｚi夏子，

native Qin man, on the other. All vassals,―alliedstates, and retainers

―were defined ａｓzhen. In order to become ａ xiazi, native Qin man,

one had to be born by ａ native Qin mother. This regulation helped to

accelerate the process of integration of other tribes into the Qin state.

THE FAMILY ORGANIZATION AND ECONOMICAL

　　　　　

CHANGES IN THE HAN PERIOD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Inaba Ichiro

　　

As regards the family organization in the Han period, there are two

basic viewpoints of seeing it as ａ small family composed of liiieralrela-

tives versus seeing it as ａ compleχ, large family composed of collateral

relatives. However, this polarization has arisen from ａ view of the

Han period family structure as very static and infleχible.

　　

Actually ａ great change took place in the family organization around

the time of Emperor Wu of Han 漢武帚. Before his time ａsmall family was

dominant, later, however, a compleχ, large family was typical. This

change, on one hand, was related to the prospering and decline of the

monetary economy in this era, on the other hand. had something to do

with a shift from Legalist regime to Confucian regime. When the mone-

tary economy flourished, divergent trends towards smaller families could

be observed. With the decline of the monetary economy ａ rationalization

of life became necessary and ａ jointliving situation was sought after.

　　

From the latter half of the Western Han to the Eastern Han dyna-

sty, there was moreover an increased impact of Confucian morality which

was aimed at ａ compleχ family organization. where people lived together.

Thus this type of family structure was then preferred by ａ wide range

of social strata, who joined theirlives and their property. Seen from ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



perspective of the society as ａ whole, the number of compleχ, large

families was stillsmaller than the number of small families. Nevertheless

the increased occurrence of large families must be regarded as ａ special

characteristicof this era.

　

POPULATION STATISTICS OF THE FORMER HAN DYNASTY

　　　　　　　　　　　　　　　　

Sato Taketoshi

　　

It is generally assumed that the Former Ｈａ!ldynasty gradually de-

clined after the reign of Emperor Wu 武微. In this article. however, I

would like to examine this assumption anew from the point of view of

the history of population and, economy. The presentation includes the

following three points.

　　

1. Upon analyzing the nature and reliabilityof the population stati-

sties contained in the “Section on Geography”(dilizhi)地理志of the

Hanshu,漢書，l found that they were entirely obtained by the state and

did not include the slaves. Yet in compaねson with statisticsof other

periods they are relatively reliable. The sum total of the whole country

as given by Ban Gu 班固differs from the total as calculated from the num-

bers of all the districts. One seems to be based on an　inquiry done

under Emperor Ai 哀微, the other on one under Emperor Ping 平微｡

　　

2. Following the movements in population（!urine the Former Han

one observes that there was ａ marked decrease in the 1卵t year of Em-

peror Wu, whereas after this the population gradually increased again,

reaching ａ peak under Emperor Ai.

　　

3.

　

As regards the distribution of the population towards the end of

the Former Han, it is notably concentrated between the middle course

of the Yellow River 黄河and the Huai River 淮水。This appears to be

related to the particularlyhigh development of waterways in this area.
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